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この「投資信託説明書（交付目論見書）」は、金融商品取引法（昭和23年法律第25号）第13条の規定に基づく目論見書です。
課税上は株式投資信託として取扱われます。



「東海３県ファンド」（以下「当ファンド」といいます。）は、主

に国内の株式を実質的な投資対象としています。当ファンドの基準

価額は、組入れた株式の値動きやそれらの株式の発行者の信用状況

の変化等の影響により上下しますので、投資元本を割り込むことが

あります。したがって、当ファンドは元本が保証されているもので

はありません。委託会社の運用指図によって信託財産に生じた利益

および損失は、全て投資家に帰属します。 

 

 

 

 

１．本書は金融商品取引法（昭和23年法律第25号）第13条の規定に基づく目論見書で

す。 

２．この投資信託説明書（交付目論見書）により行う当ファンドの受益権の募集につい

ては、委託会社は、金融商品取引法第５条の規定により有価証券届出書を平成22年

６月１日に関東財務局長に提出しており、平成22年６月２日にその効力が生じてお

ります。 

３．金融商品取引法第13条第２項第２号に規定する「ファンドの詳細情報」を記載した

投資信託説明書（請求目論見書）は投資家から請求された場合に交付されます。投

資家が投資信託説明書（請求目論見書）の交付を請求した場合には、投資家も自ら

交付請求したことを記録しておいてください。 

なお、当該内容は金融庁のＥＤＩＮＥＴ（電子開示システム）および委託会社のホ

ームページで閲覧することができます。 

 

 

 

 

発行者名 東京海上アセットマネジメント投信株式会社 

代表者の役職氏名 取締役社長 大場 昭義 

本店の所在の場所 東京都千代田区丸の内一丁目３番１号 

募集内国証券投資信託受益証券に係る 

ファンドの名称 
東海３県ファンド 

募集内国投資信託受益証券の金額 上限 1,000億円 

有価証券届出書・有価証券届出書の 

訂正届出書の写しを縦覧に供する場所 
該当なし 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

次ページ以降に、この投資信託をお申込みされるご投資家の皆様に、 

あらかじめご確認いただきたい重要事項を記載しております。 

お申込みの際には、重要事項および投資信託説明書（交付目論見書）

をよくお読みいただき、商品内容・リスクを十分ご理解のうえ、お申込み 

くださいますようお願い申し上げます。 



下記の事項は、「東海３県ファンド」（以下｢当ファンド｣といいます。）をお申込みされる

ご投資家の皆様にあらかじめ、ご確認いただきたい重要な事項としてお知らせするもの

です。 

当ファンドは、主に国内の株式等を実質的な投資対象としますので、これら組入れ

資産の価格下落等により、損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。 

お申込みの際には、下記の事項および投資信託説明書（交付目論見書）の内容を

よくお読みください。 

記 

 

■当ファンドに係るリスクについて 

当ファンドは、主に国内の株式等を実質的な投資対象としますので、ファンドに組入

れている株式等の価格下落、発行会社の倒産や財務状況の悪化等の影響により、

基準価額が下落し、損失を被ることがあります。また、外貨建資産に投資する場合に

は、為替の変動により損失を被ることがあります。 

したがって、ご投資家の皆様の投資元本は保証されているものではなく、基準価額

の下落により損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。 

当ファンドの基準価額の変動要因としては、主に「株価変動リスク」「流動性リスク」等

があります。 

 

※詳しくは投資信託説明書（交付目論見書）の｢投資リスク｣をご覧ください。 
 

■当ファンドに係る手数料等について 

○申込手数料 

お申込み受付日の基準価額に 1.575％（税抜 1.5％）を上限として販売会社が個

別に定める率を乗じて得た額とします。 

※詳しくは販売会社にご確認ください。 

○換金（解約）手数料 

当ファンドには換金（解約）手数料はありません。 

○信託財産留保額 

ご換金請求受付日の基準価額に 0.2％の率を乗じて得た額とします。 

○信託報酬 

ファンドの純資産総額に年1.0290％（税抜0.98％）の率を乗じて得た額とします。  



 

○信託財産の財務諸表の監査に要する費用 

純資産総額 財務諸表の監査に要する費用 

200 億円以下 

の場合 

純資産総額に年 0.042％（税抜 0.04％）を乗じて得た金額 

（ただし、年 42 万円（税抜 40 万円）を上限とします。） 

200 億円 超 

の場合 

年 42万円（税抜 40万円）+純資産総額200億円超の部分に 

年 0.00315％（税抜0.003％）を乗じて得た金額 

○その他の費用 

 組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料 
 立替金の利息 
 借入金の利息 
 信託事務等に要する諸費用    等 
上記「その他の費用」は、ファンドより実費として間接的にご負担いただきます。 

 

「その他の費用」は実際の取引等に応じて決まる費用であるため、その金額を事前

に表示することはできません。同じくそれらを含む手数料等の合計金額についても、

同様に事前に表示することはできません。 

 

※詳しくは投資信託説明書（交付目論見書）の｢手数料等及び税金｣をご覧くださ

い。  
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東海3県ファンド

この概要は、投資信託説明書（交付目論見書）の本文の内容を要約したもので、
投資信託説明書（交付目論見書）の一部です。
詳細は本文の該当ページをご覧ください。

ファンド名
基本的性格

主な投資対象

主なリスク

主な投資制限

信 託 期 間
決 算 日

収 益 分 配

取得のお申込み

お申込み単位

お申込み価額

お 申 込 み
手 数 料

ご換金のお申込み

ご換金単位

ご換金価額
信託財産留保額
ご換金代金のお支払い
信 託 報 酬

東海3県ファンド

追加型投信／国内／株式

東海3県に本社があり、証券取引所に上場している日本法人の株式を主要投
資対象とします。
（当ファンドの運用は「ファミリーファンド方式」で行います。したがって、
実質的な運用はマザーファンドで行うこととなります。）

株価変動リスク、流動性リスク等
※詳しくは本文の該当ページをご覧下さい。

株式への実質投資割合には、制限を設けません。
外貨建資産への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の20％以下とします。

原則として、平成14年6月28日から無期限

3月1日（年1回。ただし、当日が休業日の場合には翌営業日とします。）

原則として、毎決算時に収益分配を行います。分配金額は、委託会社が基
準価額の水準、市況動向等を勘案して決定します。自動けいぞく投資コー
スの分配金は、税金を差し引いた後、自動的に無手数料で再投資されます。

原則として、毎営業日にお申込みを受け付けます。

お申込みには、収益分配金の受取方法により以下の2種類のコースがありま
す。
＜一般コース＞分配金を受け取るコースです。
＜自動けいぞく投資コース＞分配金が税引き後、自動的に無手数料で再投資

されるコースです。
販売会社やお申込みのコース等によってお申込み単位は異なります。
詳しくは販売会社にお問い合わせください。

お申込み受付日の基準価額

お申込み価額に1.575％（税抜1.5％）の率を乗じて得た額を上限として
販売会社が個別に定める額とします。
詳しくは販売会社にお問い合わせください。

原則として、毎営業日にお申込みを受け付けます。

販売会社やお申込みのコース等によって異なります。
詳しくは販売会社にお問い合わせください。

ご換金請求受付日の基準価額から信託財産留保額を差し引いた価額（解約価額）

ご換金請求受付日の基準価額の0.2％

原則として、ご換金請求受付日から起算して5営業日目からお支払いします。

信託財産の純資産総額に対し、年率1.029％（税抜0.98％）

ご投資家の皆様におかれましては、投資信託説明書（交付目論見書）の本文をよくお読みいただ
き、商品の内容・リスクを十分ご理解のうえ、お申込みくださいますようお願い申し上げます。
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1. ファンドの目的
信託財産の中長期的な成長を目標として運用を行います。東海3県

（愛知県、岐阜県、三重県）の経済を支える代表的な（時価総額が

大きい）企業の株式に、配当利回りを重視しながら投資を行いま

す。

なお、実際の運用にあたっては、上記の運用を行う「TMA東海3

県マザーファンド」受益証券に投資を行います。

2. 運用方法
A 主な投資対象

東海3県に本社があり、証券取引所に上場している日本法人の

株式を実質的な投資対象とします。

B 投資態度

東海3県に本社があり、証券取引所に上場している日本法人の

株式のうち、時価総額上位約50社の銘柄に投資します。

個別銘柄の投資比率については、『時価総額の大きさに応じて投

資する戦略』と、『配当利回りの大きさに応じて投資する戦略』

を組み合わせて決定します。

ファンドの特色
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＜運用プロセス＞

東海3県に本社を置く上場企業�

信用リスクのチェック�

時価総額上位�
約50社�

ポートフォリオ構築�

配当利回りに応じた投資�
（投資金額の約30％）�

＜2つの投資戦略をミックス＞�

相対的に高い配当利回りを獲得�

時価総額に応じた投資�
（投資金額の約70％）�

東海3県の経済成長を享受�

信用リスクを計測するシステムや�
株価水準等でチェックします。�

＜銘柄の選択＞�
1日あたりの売買代金および�
信用リスクを考慮します。�
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当ファンドは、主に株式など値動きのある証券に投資しますので、基準価額は株式市場の
動向などにより変動します。
当ファンドへの投資には主に以下のリスクが想定され、これらの影響により損失を被るお
それがあります。

※詳しくは、投資信託説明書（交付目論見書）本文の投資リスクに関する項目をご覧ください。

ファンドの主なリスク

株価変動リスク

流動性リスク

株価は、政治・経済情勢、発行企業の業績、市場の需給等を反映して変動しま
す。株価は、短期的または長期的に大きく下落することがあります（発行企業
が経営不安、倒産等に陥った場合には、投資資金が回収できなくなることもあ
ります。）。組入銘柄の株価が大きく下落した場合には、基準価額が下落する要
因となります。

受益者から短期間に相当金額の解約申込があった場合、ファンドは組入資産を
売却することで解約金額の手当てを行いますが、組入資産の市場における流動
性が低いときには直前の市場価格よりも大幅に安い価格で売却せざるを得ない
ことがあります。これに伴い基準価額が大きく下落することがあります。
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ご投資の手引き

取得のお申込みについて

取得のお申込み 原則として、毎営業日にお申込みを受け付けます。
お申込みの受付は、午後3時までとします。受付時間を過ぎてからの
お申込みについては、翌営業日受付の取扱いとなります。

お 申 込 み 単 位 お申込みには、収益分配金の受取方法により以下の2種類のコースが
あります。
＜一般コース＞
分配金を受け取るコースです。
＜自動けいぞく投資コース＞
分配金が税引き後、自動的に無手数料で再投資されるコースです。
販売会社やお申込みのコース等によってお申込み単位は異なります。
詳しくは販売会社にお問い合わせください。

お 申 込 み 価 額 お申込み受付日の基準価額

お申込み手数料 お申込み価額に1.575％（税抜1.5％）の率を乗じて得た額を上限
として販売会社が個別に定める額とします。
ただし、自動けいぞく投資コースの収益分配金の再投資により取得
する口数については、手数料はありません。
詳しくは販売会社にお問い合わせください。
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収益分配について

分 配 時 期 原則として、毎年3月1日（休業日の場合には翌営業日）の決算時に
収益分配を行います。

分 配 金 額 分配対象額は、経費控除後の、繰越分を含めた利子・配当等収益お
よび売買益（評価益を含みます。）等の全額とし、委託会社が基準価
額の水準、市況動向等を勘案して収益分配金額を決定します。
ただし、分配対象額が少額の場合等には、収益分配を行わないこと
があります。

支 払 方 法 ＜一般コース＞
原則として、決算日から起算して5営業日目までに、お支払いを開始
します。
＜自動けいぞく投資コース＞
税金を差し引いた後、自動的に無手数料で再投資されます。

ご換金について

ご換金のお申込み 原則として、毎営業日にご換金のお申込みを受け付けます。
ご換金のお申込みの受付は、午後3時までとします。受付時間を過ぎ
てからのお申込みについては、翌営業日受付の取扱いとなります。

ご 換 金 単 位 販売会社やお申込みのコース等によって異なります。
詳しくは販売会社にお問い合わせください。

支 払 開 始 日 原則として、ご換金請求受付日から起算して、5営業日目からお支払
いします。

ご 換 金 価 額 ご換金請求受付日の基準価額から信託財産留保額（当該基準価額に
0.2％の率を乗じて得た額）を差し引いた価額（解約価額）

※販売会社の買取りによるご換金の請求（買取請求）については、販売会社にお問い合わせください。

償還について
信 託 期 間 原則として、平成14年6月28日から無期限です。

ただし、一部解約により受益権総口数が30億口を下回った場合等、
約款で定める所定の事由に該当する場合は、信託を終了させること
があります。
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●毎決算後、委託会社が、期間中の運用経過のほか、信託財産の内容、有価証券売買状況
などを記載した「運用報告書」を作成いたします。
●上記運用報告書は、販売会社から、あらかじめお申し出いただいたご住所にお届けしま
す。
●基準価額については、販売会社または委託会社（下記サービスデスク）へお問い合わせ
いただければお知らせします。

運用状況を知るには

投資信託は、その商品性格から次の特徴をご理解のうえご購入ください。

・投資信託は株式・公社債などの値動きのある証券に投資しますので、基準価額は変動し
ます。
・投資信託は金融機関の預金と異なり元金が保証されているものではありません。
・投資信託は保険契約および預金ではありません。
・投資信託は保険契約者保護機構の補償対象契約ではありません。
・投資信託は預金保険の対象ではありません。
・登録金融機関から購入した投資信託は投資者保護基金の補償対象ではありません。
・当ファンドは、主に国内の株式を実質的な投資対象としています。当ファンドの基準価
額は、組入れた株式の値動きやそれらの株式の発行者の信用状況の変化等の影響により
上下しますので、投資元本を割り込むことがあります。したがって、当ファンドは元本
が保証されているものではありません。
・委託会社の運用指図によって信託財産に生じた利益および損失は、全て投資家に帰属し
ます。

東京海上アセットマネジメント投信 サービスデスク 0120-712-016
※土日祝日・年末年始を除く9時～17時http://www.tokiomarineam.co.jp

その他

投資信託の特徴
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時　　期 項　　目 費　用

◆収益分配時、ご換金時等に直接ご負担いただく費用・税金等

費用と税金

時　　期

収益分配時

ご 換 金 時
（解約請求時）

償 還 時

所得税および地方税

信 託 財 産 留 保 額

所得税および地方税

所得税および地方税

普通分配金に対し……………………………………10％＊

解約請求受付日の基準価額×0.2％

譲渡益に対し…………………………………………10％＊

譲渡益に対し…………………………………………10％＊

項　　目 費用・税金

＊A平成23年12月31日まで
普通分配金については10％（所得税7％、地方税3％）の源泉徴収税率が適用されます。解約または償還に
ついてはその譲渡益の額に対し譲渡所得等として10％（所得税7％、地方税3％）の税率が適用されます。

B平成24年1月1日以降
普通分配金については20％（所得税15％、地方税5％）の源泉徴収税率が適用されます。解約または償還
についてはその譲渡益の額に対し20％（所得税15％、地方税5％）の税率が適用されます。

※上記は、個人の受益者の場合です。法人の受益者の場合は取扱いが異なります。
※課税上は株式投資信託として取扱われます。
※詳しくは投資信託説明書（交付目論見書）本文の課税上の取扱いをご参照ください。

◆信託財産で間接的にご負担いただく（信託財産が支払う）費用・税金等

毎 日

信 託 報 酬

信託報酬の内訳 100億円以下の部分

100億円超の部分

信託財産の純資産総額に対し………年率1.029％（税抜0.98％）

委託会社

年率0.504％
（税抜0.48％）

年率0.420％
（税抜0.40％）

年率0.105％
（税抜0.10％）

年率0.462％
（税抜0.44％）

年率0.462％
（税抜0.44％）

年率0.105％
（税抜0.10％）

販売会社 受託会社

・上記の他、信託財産の財務諸表の監査に要する費用、信託事務等に要する諸費用、立替金の利息、組入有価証
券の売買の際に発生する売買委託手数料、先物・オプション取引に要する費用、外国における資産の保管等に
要する費用および借入金の利息等をご負担いただきます。

◆お申込み時に直接ご負担いただく費用・税金等

時　　期

お申込み時 お 申 込 み 手 数 料 上限1.575％（税抜1.5％）
※販売会社により異なることがあります。

項　　目 費　　用

税法等が改正された場合には、上記の内容が変更になることがあります。
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当ファンドは、追加型投信／国内／株式に属します。
当ファンドの商品分類表および属性区分表は、以下の通りです。

商品分類・属性区分の定義については、投資信託説明書（交付目論見書）本文をご覧ください。

商品分類

株式
一般
大型株
中小型株

債券
一般
公債
社債
その他債券
クレジット属性
（ ）

不動産投信

資産複合
（ ）

資産配分固定型

資産配分変更型

その他資産
（投資信託証券（株式（一般）））

投資対象資産 投資対象地域 投資形態

グローバル

北米

欧州

アジア

オセアニア

中南米

アフリカ

中近東
（中東）

エマージング

日本

決算頻度

年2回

年4回

年6回
（隔月）

年12回
（毎月）

日々

その他
（ ）

年1回

ファンド・オブ・ファンズ

ファミリーファンド

属性区分表

※当ファンドが該当する商品分類・属性区分を網掛け表示しています。

単位型投信

追加型投信

単位型投信・追加型投信 投資対象地域 投資対象資産（収益の源泉）

海　　外

内　　外

国　　内
債　　券

不動産投信

その他資産
（ ）

資産複合

株　　式

商品分類表
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第一部 証券情報 
 

(1) ファンドの名称 

東海３県ファンド（以下「当ファンド」ということがあります。） 

 

(2) 内国投資信託受益証券の形態等 

追加型証券投資信託の受益権です。 

当ファンドの受益権は、社債、株式等の振替に関する法律（以下「社振法」といいます。）の規

定に基づく投資信託の受益権であり、受益権の帰属は、後述の「(11) 振替機関に関する事項」に

記載の振替機関及び当該振替機関の下位の口座管理機関（社振法第２条に規定する「口座管理機

関」をいい、振替機関を含め、以下「振替機関等」といいます。）の振替口座簿に記載または記

録されることにより定まります（以下、振替口座簿に記載または記録されることにより定まる受

益権を「振替受益権」といいます。）。委託会社である東京海上アセットマネジメント投信株式

会社（以下「委託会社」といいます。）は、やむを得ない事情等がある場合を除き、当該振替受

益権を表示する受益証券を発行しません。なお、振替受益権には無記名式や記名式の形態はあり

ません。 

当初の１口当たり元本は１円です。 

格付は取得していません。 

 

(3) 発行（売出）価額の総額 

1,000億円を上限とします。 

 

(4) 発行（売出）価格 

取得申込受付日の基準価額 

基準価額は、販売会社または委託会社に問い合わせることにより知ることができます。 

●委託会社のお問い合わせ先（以下「委託会社サービスデスク」といいます。） 

東京海上アセットマネジメント投信 サービスデスク 

０１２０－７１２－０１６（土日祝日・年末年始を除く９時～17時） 

 

(5) 申込手数料 

①発行価格に1.575％（税抜1.5％）の率を乗じて得た額を上限として販売会社が個別に定める額

とします。詳しくは販売会社にお問い合わせください。申込手数料には、消費税および地方消

費税（以下「消費税等」といいます。）が含まれます。 

②自動けいぞく投資コース（下記「(6)申込単位」をご参照ください。）の収益分配金の再投資に

より取得する口数については、手数料はありません。 

 

(6) 申込単位 

①申込方法には、収益分配金の受取方法によって、以下の２種類のコースがあります。 

一般コース 分配金を受け取るコースです。 

自動けいぞく投資コース 分配金が税引き後、自動的に無手数料で再投資されるコースです。

②販売会社やお申込みのコース等によって申込単位は異なります。また、販売会社により取扱う

コースが異なる場合があります。詳しくは販売会社にお問い合わせください。（販売会社との

間で定時定額購入サービスに関する契約を締結した場合、当該契約で規定する取得申込単位に

よるものとします。） 

③自動けいぞく投資コースにおける収益分配金の再投資に際しては、上記にかかわらず１口単位

で取得することができます。 

 

(7) 申込期間 

平成22年６月２日から平成23年６月１日まで 

上記申込期間中の毎営業日にお申込みを受け付けます。 
※申込期間は、上記期間満了前に委託会社が有価証券届出書を提出することにより更新されます。 
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(8) 申込取扱場所 

販売会社の本・支店等で取扱います。ただし、一部取扱いを行わない支店等がある場合がありま

すので、販売会社の最寄りの本・支店等にお問い合わせください。なお、販売会社については、

委託会社サービスデスクにお問い合わせください。 

 

(9) 払込期日 

取得申込者は、申込金（発行価格に取得申込口数を乗じて得た額に申込手数料を加算した申込時

の支払総額をいいます。）を販売会社所定の期日までに販売会社に支払うものとします。 

各取得申込日の発行価額の総額は各追加信託が行われる日に、販売会社から、委託会社の指定す

る口座を経由して、受託会社である三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社（以下「受託会社」といいま

す。）の指定する当ファンドの口座に振込まれます。 

 

(10) 払込取扱場所 

申込金は、お申込みの販売会社にお支払いください。 

 

(11) 振替機関に関する事項 

当ファンドの受益権の振替機関は下記の通りです。 

株式会社証券保管振替機構 

 

(12) その他 

①申込の方法 

a.受益権の取得申込は、販売会社において申込期間中の毎営業日に受け付けます。 

b.取得申込者は、申込金額相当額の申込金を販売会社に支払うものとします。ただし、当ファ

ンドは上記「(9)払込期日」にしたがい受託会社に払込まれた時点で初めて設定がなされ、取

得申込者はその時点から当ファンドの当該設定にかかる受益者となります。申込金には利息

を付けません。 

c.取得申込の受付は、原則として午後３時までの受付分を当日分とし、この受付時間を過ぎて

からの申込分は翌営業日の受付分とします。 

d.上記にかかわらず、証券取引所（※）における取引の停止、外国為替取引の停止その他やむを

得ない事情が発生し、委託会社が追加設定を制限する措置を取った場合には、販売会社は、

受益権の取得申込の受付を中止すること、および既に受け付けた取得申込の受付を取り消す

ことができます。 
（※）金融商品取引法第２条第16項に規定する金融商品取引所および金融商品取引法第２条第８項第３

号ロに規定する外国金融商品市場を「取引所」といい、取引所のうち、有価証券の売買または金

融商品取引法第28条第８項第３号もしくは同項第５号の取引を行う市場および当該市場を開設す

るものを「証券取引所」といいます（以下、本書において同じ。）。 

e.取得申込者は、販売会社に取引口座を開設のうえ、申込を行うものとします。（ただし、既

に取引口座をお持ちの場合を除きます。） 

f.自動けいぞく投資コースの場合には、申込の際、取得申込者と販売会社の間で、自動けいぞ

く（累積）投資に関する契約を締結する必要があります。 
※上記の契約について、別の名称で同様の権利義務関係を規定する契約等が用いられることがあります。

この場合、当該別の名称に読替えるものとします（以下同じ。）。 

g.定時定額購入サービスを選択した取得申込者は、販売会社との間で定時定額購入サービスに

関する取り決めを行います。 

②日本以外の地域における発行 

該当ありません。 

③振替受益権について 

当ファンドの受益権は、社振法の規定の適用を受け、上記「(11) 振替機関に関する事項」に記

載の振替機関の振替業にかかる業務規程等の規則にしたがって取り扱われるものとします。 

ファンドの分配金、償還金、換金代金は、社振法および上記「(11) 振替機関に関する事項」に

記載の振替機関の業務規程その他の規則にしたがって支払われます。 
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第二部 ファンド情報 
 

第１ ファンドの状況 
 

１ ファンドの性格 
(1) ファンドの目的及び基本的性格 

①ファンドの目的 

当ファンドは、東海３県（愛知県、岐阜県、三重県をいいます。以下同じ。）に本社がある上

場企業の株式に投資を行い、信託財産の中長期的な成長を目標として運用を行います。 

実際の運用にあたっては、上記の運用を行う「ＴＭＡ東海３県マザーファンド」（以下「マザ

ーファンド」ということがあります。）受益証券に投資を行います。 
※「ＴＭＡ」とは委託会社である「東京海上アセットマネジメント投信株式会社（TOKIO MARINE ASSET 

MANAGEMENT CO.,LTD.）」の略称です。 

 

②基本的性格 

当ファンドは、追加型投信／国内／株式に属します。 

当ファンドの商品分類表および属性区分表は、以下の通りです。 

 
商品分類表 

単位型投信・追加型投信 投資対象地域 投資対象資産 
（収益の源泉） 

 
 
 

単位型投信 
 
 
 

追加型投信 
 

 
 

国  内 
 
 

海  外 
 
 

内  外 

 
株  式 
 

債  券 
 

不動産投信 
 

その他資産 
（    ） 
 

資産複合 
 

 
属性区分表 

投資対象資産 決算頻度 投資対象地域 投資形態 
 
株式 
 一般 
 大型株 
 中小型株 
 
債券 
 一般 
 公債 
 社債 
 その他債券 
クレジット属性 
（  ） 
 
不動産投信 
 
その他資産 
（投資信託証券（株式（一般）））
 
資産複合 
（    ） 
 資産配分固定型 
 資産配分変更型 
 

 
年1回 
 
年2回 
 
年4回 
 
年6回 
（隔月） 
 
年12回 
（毎月） 
 
日々 
 
その他 
（  ） 

 
グローバル 
 
日本 
 
北米 
 
欧州 
 
アジア 
 
オセアニア 
 
中南米 
 
アフリカ 
 
中近東 
（中東） 
 
エマージング 

 
 
 
 
 
 
ファミリーファンド 
 
 
 
 
 
 
 
ファンド・オブ・ファンズ 

※当ファンドが該当する商品分類・属性区分を網掛け表示しています。 

※投資形態が、ファミリーファンドまたはファンド・オブ・ファンズに該当する場合、投資信託証券を通

じて投資することとなりますので、商品分類表と属性区分表の投資対象資産が異なります。 
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商品分類の定義 

単位型投信 当初、募集された資金が一つの単位として信託され、その

後の追加設定は一切行われないファンドをいいます。 

単位型・ 

追加型 

  追加型投信 一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行わ

れ従来の信託財産とともに運用されるファンドをいいま

す。 

国内 目論見書または投資信託約款において、組入資産による主

たる投資収益が実質的に国内の資産を源泉とする旨の記載

があるものをいいます。 

海外 目論見書または投資信託約款において、組入資産による主

たる投資収益が実質的に海外の資産を源泉とする旨の記載

があるものをいいます。 

投資対象 

地域 

  

  

内外 目論見書または投資信託約款において、国内および海外の

資産による投資収益を実質的に源泉とする旨の記載がある

ものをいいます。 

投資対象 

資産 

株式 目論見書または投資信託約款において、組入資産による主

たる投資収益が実質的に株式を源泉とする旨の記載がある

ものをいいます。 

  債券 目論見書または投資信託約款において、組入資産による主

たる投資収益が実質的に債券を源泉とする旨の記載がある

ものをいいます。 

  不動産投信（リート） 目論見書または投資信託約款において、組入資産による主

たる投資収益が実質的に不動産投資信託の受益証券および

不動産投資法人の投資証券を源泉とする旨の記載があるも

のをいいます。 

  その他資産 目論見書または投資信託約款において、組入資産による主

たる投資収益が実質的に株式、債券および不動産投信以外

の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。 

  資産複合 目論見書または投資信託約款において、株式、債券、不動

産投信およびその他資産のうち複数の資産による投資収益

を実質的に源泉とする旨の記載があるものをいいます。 

独立区分 ＭＭＦ（マネー・マネー

ジメント・ファンド） 

社団法人投資信託協会の「ＭＭＦ等の運営に関する規則」

に定められるＭＭＦをいいます。 

  ＭＲＦ（マネー・リザー

ブ・ファンド） 

社団法人投資信託協会の「ＭＭＦ等の運営に関する規則」

に定められるＭＲＦをいいます。 

  ＥＴＦ 投資信託及び投資法人に関する法律施行令（平成12年政令

480号）第12条第１号及び第２号に規定する証券投資信託

並びに租税特別措置法（昭和32年法律第26号）第９条の４

の２に規定する上場証券投資信託をいいます。 

補足分類 インデックス型 目論見書または投資信託約款において、各種指数に連動す

る運用成果を目指す旨の記載があるものをいいます。 

  特殊型 目論見書または投資信託約款において、投資者に対して注

意を喚起することが必要と思われる特殊な仕組みあるいは

運用手法の記載があるものをいいます。 

※商品分類の定義は、社団法人投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」をもとに委託会社が作成

しております。 

 

属性区分の定義 

投資対象 

資産 

株式 一般 次の大型株、中小型株属性にあてはまらない全てのものを

いいます。 

    大型株 目論見書または投資信託約款において、主として大型株に

投資する旨の記載があるものをいいます。 

    中小型株 目論見書または投資信託約款において、主として中小型株

に投資する旨の記載があるものをいいます。 
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  債券 一般 次の公債、社債、その他債券属性にあてはまらない全ての

ものをいいます。 

    公債 目論見書または投資信託約款において、日本国または各国

の政府の発行する国債（地方債、政府保証債、政府機関

債、国際機関債を含みます。以下同じ。）に主として投資

する旨の記載があるものをいいます。 

    社債 目論見書または投資信託約款において、企業等が発行する

社債に主として投資する旨の記載があるものをいいます。

    その他債券 目論見書または投資信託約款において、公債または社債以

外の債券に主として投資する旨の記載があるものをいいま

す。 

    格付等クレ

ジットによ

る属性 

目論見書または投資信託約款において、上記債券の「発行

体」による区分のほか、特にクレジットに対して明確な記

載があるものについては、上記債券に掲げる区分に加え

「高格付債」「低格付債」等を併記します。 

  不動産投信 

  

目論見書または投資信託約款において、主として不動産投

信に投資する旨の記載があるものをいいます。 

  その他資産 

  

目論見書または投資信託約款において、主として株式、債

券および不動産投信以外に投資する旨の記載があるものを

いいます。 

  資産複合 資産配分 

固定型 

目論見書または投資信託約款において、複数資産を投資対

象とし、組入比率については固定的とする旨の記載がある

ものをいいます。 

    資産配分 

変更型 

目論見書または投資信託約款において、複数資産を投資対

象とし、組入比率については、機動的な変更を行う旨の記

載があるものもしくは固定的とする旨の記載がないものを

いいます。 

決算頻度 年１回 

  

目論見書または投資信託約款において、年１回決算する旨

の記載があるものをいいます。 

  年２回 

  

目論見書または投資信託約款において、年２回決算する旨

の記載があるものをいいます。 

  年４回 

  

目論見書または投資信託約款において、年４回決算する旨

の記載があるものをいいます。 

  年６回（隔月） 

  

目論見書または投資信託約款において、年６回決算する旨

の記載があるものをいいます。 

  年12回（毎月） 

  

目論見書または投資信託約款において、年12回（毎月）決

算する旨の記載があるものをいいます。 

  日々 

  

目論見書または投資信託約款において、日々決算する旨の

記載があるものをいいます。 

  その他  上記属性にあてはまらない全てのものをいいます。 

投資対象 

地域 

グローバル 

  

目論見書または投資信託約款において、組入資産による投

資収益が世界の資産を源泉とする旨の記載があるものをい

います。 

  日本 

  

目論見書または投資信託約款において、組入資産による投

資収益が日本の資産を源泉とする旨の記載があるものをい

います。 

  北米 

  

目論見書または投資信託約款において、組入資産による投

資収益が北米地域の資産を源泉とする旨の記載があるもの

をいいます。 

  欧州 

  

目論見書または投資信託約款において、組入資産による投

資収益が欧州地域の資産を源泉とする旨の記載があるもの

をいいます。 

  アジア 

  

目論見書または投資信託約款において、組入資産による投

資収益が日本を除くアジア地域の資産を源泉とする旨の記

載があるものをいいます。 
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  オセアニア 

  

目論見書または投資信託約款において、組入資産による投

資収益がオセアニア地域の資産を源泉とする旨の記載があ

るものをいいます。 

  中南米 

  

目論見書または投資信託約款において、組入資産による投

資収益が中南米地域の資産を源泉とする旨の記載があるも

のをいいます。 

  アフリカ 

  

目論見書または投資信託約款において、組入資産による投

資収益がアフリカ地域の資産を源泉とする旨の記載がある

ものをいいます。 

  中近東（中東） 

  

目論見書または投資信託約款において、組入資産による投

資収益が中近東地域の資産を源泉とする旨の記載があるも

のをいいます。 

  エマージング 

  

目論見書または投資信託約款において、組入資産による投

資収益がエマージング地域（新興成長国（地域））の資産

を源泉とする旨の記載があるものをいいます。 

投資形態 ファミリーファンド 

  

目論見書または投資信託約款において、親投資信託（ファ

ンド・オブ・ファンズにのみ投資されるものを除きま

す。）を投資対象として投資するものをいいます。 

  ファンド・オブ・ファ

ンズ  

社団法人投資信託協会の「投資信託等の運用に関する規

則」第2条に規定されるファンド・オブ・ファンズをいい

ます。 

為替 

ヘッジ 

あり 

  

目論見書または投資信託約款において、為替のフルヘッジ

または一部の資産に為替のヘッジを行う旨の記載があるも

のをいいます。 

  なし 

  

目論見書または投資信託約款において、為替のヘッジを行

わない旨の記載があるものまたは為替のヘッジを行う旨の

記載がないものをいいます。 

対象イン

デックス 

日経２２５ 

  

目論見書または投資信託約款において、日経２２５に連動

する運用成果を目指す旨の記載があるものをいいます。 

  ＴＯＰＩＸ 

  

目論見書または投資信託約款において、ＴＯＰＩＸに連動

する運用成果を目指す旨の記載があるものをいいます。 

  その他  上記指数にあてはまらない全てのものをいいます。 

特殊型 ブル・ベア型 

  

目論見書または投資信託約款において、派生商品をヘッジ

目的以外に用い、積極的に投資を行うとともに各種指数・

資産等への連動若しくは逆連動（一定倍の連動若しくは逆

連動を含む。）を目指す旨の記載があるものをいいます。

  条件付運用型 

  

目論見書または投資信託約款において、仕組債への投資ま

たはその他特殊な仕組みを用いることにより、目標とする

投資成果（基準価額、償還価額、収益分配金等）や信託終

了日等が、明示的な指標等の値により定められる一定の条

件によって決定される旨の記載があるものをいいます。 

  ロング・ショート型 

／絶対収益追求型 

  

目論見書または投資信託約款において、特定の市場に左右

されにくい収益の追求を目指す旨若しくはロング・ショー

ト戦略により収益の追求を目指す旨の記載があるものをい

います。 

  その他型 

  

目論見書または投資信託約款において、上記特殊型に掲げ

る属性のいずれにも該当しない特殊な仕組みあるいは運用

手法の記載があるものをいいます。 

※属性区分の定義は、社団法人投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」をもとに委託会社が作成

しております。 
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③信託金の限度額 

当ファンドの信託金限度額は、信託約款の定めにより1,000億円となっています。ただし、受託

会社と合意のうえ、変更することができます。 

 

④ファンドの特色 

当ファンドは、東海３県の経済を支える代表的な（株式時価総額が大きい）企業の株式に配当

利回りを重視しながら投資を行うことで、東海３県の中長期的な経済成長を享受しながら相対

的に高い配当利回りを追求します。 

当ファンドの運用は、「ファミリーファンド方式」で行います。原則として、マザーファンド

受益証券の組入比率は高位に保ちます。ただし、投資環境等によっては弾力的に運用すること

があります。 
※「ファミリーファンド方式」とは、受益者の投資資金をベビーファンドとしてまとめ、その資金を主と

してマザーファンド（親投資信託）に投資することにより、実質的な運用をマザーファンドにて行う方

式です。ベビーファンドがマザーファンドに投資するに際しての投資コストはかかりません。また、他

のベビーファンドが、マザーファンドへ投資することがあります。 

投資家
（受益者）

申込金

分配金
解約金

【当ファンド】

投資

損益

東海３県
ファンド

ＴＭＡ東海３県
マザーファンド

投資

損益

日本法人
の株式等

【マザーファンド】

投資家
（受益者）

申込金

分配金
解約金

【当ファンド】

投資

損益

東海３県
ファンド

ＴＭＡ東海３県
マザーファンド

投資

損益

日本法人
の株式等

【マザーファンド】

 
 

 

(2) ファンドの仕組み 

①ファンドの仕組み 

東海３県ファンド

当ファンド

東京海上アセットマネジメント投信株式会社
信託財産の運用指図等

委託会社

証券投資信託契約
(注１)

三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社
【再信託受託会社】

日本マスタートラスト信託銀行株式会社
信託財産の保管・管理等

受託会社

募集･販売の取扱い、一部解約事務
収益分配金・解約金・償還金の支払い等

販売会社

募集・販売等の取扱いに関する契約
(注２)

投資家（受益者）

申込金のお支払い
収益分配金・解約金・償還金のお受け取り等

(注１)ファンドの投資対象・投資制限、
委託会社・受託会社・受益者の権
利義務関係等が規定されています。

(注２)販売会社が行う取得申込の受付、
解約請求の受付、収益分配金・解
約金・償還金の支払い等について
規定されています。

ＴＭＡ東海３県マザーファンド

マザーファンド
（親投資信託）

東海３県ファンド

当ファンド

東京海上アセットマネジメント投信株式会社
信託財産の運用指図等

委託会社

証券投資信託契約
(注１)

三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社
【再信託受託会社】

日本マスタートラスト信託銀行株式会社
信託財産の保管・管理等

受託会社

募集･販売の取扱い、一部解約事務
収益分配金・解約金・償還金の支払い等

販売会社

募集・販売等の取扱いに関する契約
(注２)

投資家（受益者）

申込金のお支払い
収益分配金・解約金・償還金のお受け取り等

(注１)ファンドの投資対象・投資制限、
委託会社・受託会社・受益者の権
利義務関係等が規定されています。

(注２)販売会社が行う取得申込の受付、
解約請求の受付、収益分配金・解
約金・償還金の支払い等について
規定されています。

ＴＭＡ東海３県マザーファンド

マザーファンド
（親投資信託）
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②委託会社の概況 

・名称    東京海上アセットマネジメント投信株式会社 

・資本金の額 20億円（平成22年３月末日現在） 

・会社の沿革 

昭和60年12月 東京海上グループ（現：東京海上日動グループ）等の出資により、資産

運用ビジネスの戦略的位置付けで、東京海上エム・シー投資顧問株式会

社の社名にて資本金２億円で設立 

昭和62年２月 投資顧問業者として登録 

  同年６月 投資一任業務認可取得 

平成３年４月 国内および海外年金の運用受託を開始 

平成10年５月 東京海上アセットマネジメント投信株式会社に社名変更し、投資信託法

上の委託会社としての免許取得 

平成19年９月 金融商品取引業者として登録 

 

・大株主の状況（平成22年３月末日現在） 

株主名 住所 所有株数 所有比率

東京海上日動火災保険株式会社 東京都千代田区丸の内一丁目２番１号 38,300株 100.0％
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２ 投資方針 
 

(1) 投資方針 

１．基本方針 

当ファンドは、主として「ＴＭＡ東海３県マザーファンド」受益証券に投資を行い、信託財産

の中長期的な成長を目標として運用を行います。 

 

２．運用方法 

(1)主要投資対象 

主としてマザーファンド受益証券に投資し、高位の組入比率を維持します。なお、このほか

株式等に直接投資することがあります。 

(2)投資態度 

①主として、東海３県に本社があり、証券取引所に上場あるいは店頭市場に登録している日

本法人の株式を主要投資対象として運用するマザーファンド受益証券に投資します。 

②当ファンドの運用は、ファミリーファンド方式により行います。したがって、実質的な運

用は、マザーファンドで行うこととなります。 

③株式以外の資産（マザーファンド受益証券を通じて投資する場合は、当該マザーファンド

の信託財産に属する株式以外の資産のうち、当ファンドの信託財産に属するとみなした部

分を含みます。）への投資は、原則として信託財産総額の50％以下とします。 

④当初設定直後、大量の追加設定または解約が生じたとき、市況の急激な変化が予想される

とき、償還の準備に入ったとき等ならびに信託財産の規模によっては上記のような運用が

できない場合があります。 

 

＜参考情報＞マザーファンドの運用の基本方針、主な投資対象と投資制限（要約） 

◇ＴＭＡ東海３県マザーファンド 

１．基本方針 

信託財産の中長期的な成長を目標として運用を行います。 

２．運用方法 

（1）主要投資対象 

東海３県に本社があり、証券取引所に上場あるいは店頭市場に登録している日本法人の株式（これらに

準じるものを含みます。）を主要投資対象とします。 

（2）投資態度 

①東海３県に本社があり、証券取引所に上場あるいは店頭市場に登録している日本法人の株式のうち、時

価総額上位約50社の銘柄に投資します。 

②個別銘柄の選定には流動性や信用リスク等を考慮します。 

③個別銘柄の投資比率については、時価総額の大きさに応じて投資する戦略と、配当利回りの大きさに応

じて投資する戦略を組み合わせて決定します。東海３県の中長期的な経済成長を享受しながら、相対的

に高い配当利回りを追求します。 

④個別銘柄の投資比率の見直し、および時価の変動等による投資比率の修正は、取引コストを勘案して適

宜行います。 

⑤通常の状態で株式への組入比率を高位に維持します。 

３．運用制限 

（1）株式への投資割合には、制限を設けません。 

（2）外貨建資産への投資割合は、信託財産の純資産総額の20％以下とします。 

（3）新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の20％以下とします。 

（4）投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の５％以下とします。 

（5）同一銘柄の株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の30％以下とします。 

（6）同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以下

とします。 

（7）同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資産総額の

10％以下とします。 

※大量の追加設定または解約が生じたとき、市況の急激な変化が予想されるとき、償還の準備に入ったと

き等ならびに信託財産の規模によっては上記のような運用ができない場合があります。 
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＜マザーファンドの運用プロセス＞ 

東海３県に本社を置く
上場企業

時価総額上位
約50社

配当利回りに応じた投資
（投資金額の約30％）

↓
相対的に高い配当利回りを獲得

時価総額に応じた投資
（投資金額の約70％）

↓
東海３県の経済成長を享受

ポートフォリオ構築

＜２つの投資戦略をミックス＞

信用リスクのチェック

＜銘柄の選択＞
１日あたりの売買代金および
信用リスクを考慮します。

信用リスクを計測するシステムや
株価水準等でチェックします。

東海３県に本社を置く
上場企業

時価総額上位
約50社

配当利回りに応じた投資
（投資金額の約30％）

↓
相対的に高い配当利回りを獲得

時価総額に応じた投資
（投資金額の約70％）

↓
東海３県の経済成長を享受

ポートフォリオ構築

＜２つの投資戦略をミックス＞

信用リスクのチェック

＜銘柄の選択＞
１日あたりの売買代金および
信用リスクを考慮します。

信用リスクを計測するシステムや
株価水準等でチェックします。

 
 

＜時価総額の大きさに応じて投資する戦略＞ 

投資金額のうち約70％については、それぞれの時価総額に応じた割合で投資を行います。 

時価総額に応じた投資とは、「全投資対象企業の時価総額合計」に対する「各企業の時価総額」の

比率と、同じ比率で各企業に投資することです。１銘柄あたりの投資比率については、投資制限の

範囲内で調整します。 
＊時価総額とは、株価（時価）に上場株式数または店頭登録株式数を乗じた金額をいいます。 
 

 

 

比率金額(億円)

10.0％10,000Ａ社

5.0％5,000Ｂ社

2.0％2,000Ｃ社

100.0％100,000合計

1.0％1,000Ｄ社

市場時価総額

比率金額(億円)

10.0％10,000Ａ社

5.0％5,000Ｂ社

2.0％2,000Ｃ社

100.0％100,000合計

1.0％1,000Ｄ社

市場時価総額

･
･
･

比率金額(百万円)

10.0％700
5.0％350
2.0％140

100.0％7,000

1.0％70

時価総額投資

比率金額(百万円)

10.0％700
5.0％350
2.0％140

100.0％7,000

1.0％70

時価総額投資

･
･
･

･
･
･

･
･
･

･
･
･

（例）
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＜配当利回りの大きさに応じて投資する戦略＞ 

投資金額のうち約30％については、それぞれの配当利回りに応じた割合で投資を行います。 

配当利回りに応じた投資とは、「全投資対象企業の配当利回り合計」に対する「各企業の配当利回

り」の比率と、同じ比率で各企業に投資することです。 
＊配当利回りとは、企業が株主に対して利益の一部を還元する配当金をその企業の株価で割った数値です。 

 

 

 

(2) 投資対象 

１．当ファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。 

（1）次に掲げる特定資産（投資信託及び投資法人に関する法律施行令第３条で定めるものをい

います。以下同じ。） 

①有価証券 

②デリバティブ取引にかかる権利（金融商品取引法第２条第20項に規定するものをいい、約

款第25条（先物取引等の運用指図）、第26条（スワップ取引の運用指図）および第27条

（金利先渡取引および為替先渡取引の運用指図）に定めるものに限ります。） 

③金銭債権（①④に掲げるものに該当するものを除きます。） 

④約束手形（金融商品取引法第２条第１項第15号に掲げるものを除きます。） 

（2）次に掲げる特定資産以外の資産 

為替手形 

 

２．委託会社は、信託金を、主として東京海上アセットマネジメント投信株式会社を委託会社と

し、三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社を受託会社として締結された「ＴＭＡ東海３県マザーファ

ンド」の受益証券および次の有価証券（金融商品取引法第２条第２項の規定により有価証券

とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。）に投資することを指図します。 

（1）株券または新株引受権証書 

（2）国債証券 

（3）地方債証券 

（4）特別の法律により法人の発行する債券 

（5）社債券（新株引受権証券と社債券が一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証

券を除きます。） 

（6）特定目的会社にかかる特定社債券（金融商品取引法第２条第１項第４号で定めるもの

をいいます。） 

（7）特別の法律により設立された法人の発行する出資証券（金融商品取引法第２条第１項

第６号で定めるものをいいます。） 

（8）協同組織金融機関にかかる優先出資証券（金融商品取引法第２条第１項第７号で定め

るものをいいます。） 

（9）特定目的会社にかかる優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券（金融商

品取引法第２条第１項第８号で定めるものをいいます。） 

（10）コマーシャル・ペーパー 

（11）新株引受権証券（新株引受権証券と社債券が一体となった新株引受権付社債券の新株

引受権証券を含みます。）および新株予約権証券 

（12）外国または外国の者の発行する証券または証書で、上記（1）から（11）までの証券ま

たは証書の性質を有するもの 

比率配当利回り

4.2％2.50％Ａ社

1.7％1.00％Ｂ社

1.3％0.80％Ｃ社

100.0％60.00％合計

0.8％0.50％Ｄ社

投資対象銘柄

比率配当利回り

4.2％2.50％Ａ社

1.7％1.00％Ｂ社

1.3％0.80％Ｃ社

100.0％60.00％合計

0.8％0.50％Ｄ社

投資対象銘柄

･
･
･

比率金額(百万円)

4.2％125
1.7％50
1.3％40

100.0％3,000

0.8％25

配当利回り投資

比率金額(百万円)

4.2％125
1.7％50
1.3％40

100.0％3,000

0.8％25

配当利回り投資

･
･
･

･
･
･

･
･
･

･
･
･

（例）
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（13）投資信託または外国投資信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第10号で定め

るものをいいます。） 

（14）投資証券、投資法人債券または外国投資証券（金融商品取引法第２条第１項第11号で

定めるものをいいます。） 

（15）外国貸付債権信託受益証券（金融商品取引法第２条第１項第18号で定めるものをいい

ます。） 

（16）オプションを表示する証券または証書（金融商品取引法第２条第１項第19号で定める

ものをいい、有価証券にかかるものに限ります。） 

（17）預託証書（金融商品取引法第２条第１項第20号で定めるものをいいます。）  

（18）外国法人が発行する譲渡性預金証書  

（19）指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行

信託の受益証券に限ります。） 

（20）抵当証券（金融商品取引法第２条第１項第16号で定めるものをいいます。） 

（21）貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発

行信託の受益証券に表示されるべきもの 

（22）外国の者に対する権利で上記(21)の有価証券の性質を有するもの 

なお、（1）の証券または証書、（12）および（17）の証券または証書のうち（1）の証券

または証書の性質を有するものを以下「株式」といい、（2）から（6）までの証券、（12）

および（17）の証券または証書のうち（2）から（6）までの証券の性質を有するものならび

に（14）の投資法人債券を以下「公社債」といい、（13）の証券および（14）の証券（投資

法人債券を除きます。）を以下「投資信託証券」といいます。 

 

３．委託会社は、信託金を、上記２．に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品（金融商品

取引法第２条第２項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みま

す。）により運用することを指図することができます。 

(1)預金 

(2)指定金銭信託（金融商品取引法第２条第１項第14号に規定する受益証券発行信託を除き

ます。） 

(3)コール・ローン 

(4)手形割引市場において売買される手形 

(5)貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第２条第２項第１号で定めるもの 

(6)外国の者に対する権利で上記(5)の権利の性質を有するもの 

 

４．上記２．の規定にかかわらず、当ファンドの設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応

等、委託会社が運用上必要と認めるときは、委託会社は、信託金を、上記３．に掲げる金融

商品により運用することの指図ができます。 
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(3) 運用体制 

当ファンドの運用は、投資方針に基づき東海３県に本社がある企業の株式に投資します。実質的

な運用は、マザーファンドで行います。マザーファンドの運用方針は、毎月開催される投資政策

委員会において決定します。 

 

 

当ファンドはクオンツ企画運用部（11名）が社内規則である「投資運用業に係る業務運営規

程」に基づき運用を担当します。 

運用におけるリスク管理は、運用管理室（６名）による法令・運用ガイドライン等の遵守状況

のチェックや運用リスク項目のチェック等が随時実施され、担当運用部へフィードバックされる

とともに、原則として月１回開催される運用管理委員会（管理本部長を委員長に、運用・営業・

商品企画などファンド運用に関係する各部長が参加）において投資行動の評価が行われます。

（リスク管理についての詳細は、「３ 投資リスク」の「３.管理体制」をご参照ください） 

この運用管理委員会での評価もふまえて、投資政策委員会（運用本部長を委員長とし、各運用

部長が参加）において運用方針を決定し、より質の高い運用体制の維持・向上を目指します。 

また、受託銀行等の管理については、関連部署において、受託銀行業務等に関する「内部統制

の整備及び運用状況報告書（SAS70）」の入手・検証、現地モニタリング等を通じて実施しており

ます。 

（上記の体制や人員等については、平成22年３月末日現在） 

 

１．運用目標の設定

２．運用方針の決定

３．ポートフォリオの構築

４．パフォーマンス評価、要因分析

運用管理委員会（ＰＲＣ）

＜１回／月＞

リ
ス
ク
管
理

投資政策委員会（ＩＰＣ）

基本的な投資方針の決定
ファンドの運用方針の決定

＜１回／月＞

１．運用目標の設定

２．運用方針の決定

３．ポートフォリオの構築

４．パフォーマンス評価、要因分析

運用管理委員会（ＰＲＣ）

＜１回／月＞

４．パフォーマンス評価、要因分析

運用管理委員会（ＰＲＣ）

＜１回／月＞

リ
ス
ク
管
理

投資政策委員会（ＩＰＣ）

基本的な投資方針の決定
ファンドの運用方針の決定

＜１回／月＞

投資政策委員会（ＩＰＣ）

基本的な投資方針の決定
ファンドの運用方針の決定

＜１回／月＞
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(4) 分配方針 

年１回（原則として３月１日、休業日の場合は翌営業日）決算を行い、毎決算時に原則として以

下の通り収益分配を行う方針です。 

①分配対象額は、経費控除後の、繰越分を含めた利子・配当等収益および売買益（評価益を含み

ます。）等の全額とし、委託会社が基準価額の水準、市況動向等を勘案して収益分配金額を決

定します。ただし、分配対象額が少額の場合等には、収益分配を行わないことがあります。な

お、収益の分配に充当せず、信託財産内に留保した利益については、投資方針に基づいて運用

を行います。 

②信託財産から生ずる毎計算期末における利益は、次の方法により処理します。 

a.配当金、利子、貸付有価証券にかかる品貸料およびこれらに類する収益から支払利息を控除

した額（「配当等収益」といいます。）は、諸経費（※）、信託報酬および当該信託報酬にか

かる消費税等に相当する金額を控除した後、その残額を受益者に分配することができます。

なお、次期以降の分配金にあてるため、その一部を分配準備積立金として積み立てることが

できます。 

b.売買損益に評価損益を加減した利益金額（以下「売買益」といいます。）は、諸経費（※）、

信託報酬および当該信託報酬にかかる消費税等に相当する金額を控除し、繰越欠損金のある

ときは、その全額を売買益をもって補てんした後、受益者に分配することができます。なお、

次期以降の分配にあてるため、その一部を分配準備積立金として積み立てることができます。 
（※）諸経費とは、信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用（消費税等相当額を含みま

す。）、信託財産の財務諸表の監査に要する費用（消費税等相当額を含みます。）ならびに受託会

社の立替えた立替金の利息をいいます。 

③計算期末において信託財産に損失が生じた場合は、次期に繰越します。 

④分配金は、毎計算期間終了後１ヵ月以内の委託会社の指定する日（原則として決算日から起算

して５営業日まで）から、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されてい

る受益者（当該収益分配金にかかる決算日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受

益者を除きます。また、当該収益分配金にかかる決算日以前に設定された受益権で取得申込代

金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得

申込者とします。）に、お支払いします。なお、「自動けいぞく投資コース」をお申込みの場

合は、分配金は税金を差し引いた後、自動的に無手数料で再投資されますが、再投資により増

加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。 
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(5) 投資制限 

①運用の基本方針に基づく制限（約款別紙「運用の基本方針」） 

a.株式への投資割合には、制限を設けません。 

b.委託会社は、信託財産に属する外貨建資産の時価総額とマザーファンドに属する外貨建資産

の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額の合計額が、信託財産の純資産総額の100分

の20を超えることとなる投資の指図をしません。 
※信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額に、マ

ザーファンドの信託財産の純資産総額に占める当該資産の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。

（以下同じ） 

c.委託会社は、信託財産に属する新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額とマザーフ

ァンドに属する新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額のうち信託財産に属すると

みなした額の合計額が、信託財産の純資産総額の100分の20を超えることとなる投資の指図を

しません。 

d.委託会社は、信託財産に属する投資信託証券（マザーファンド受益証券を除きます。）の時

価総額とマザーファンドに属する投資信託証券の時価総額のうち信託財産に属するとみなし

た額の合計額が、信託財産の純資産総額の100分の５を超えることとなる投資の指図をしませ

ん。 

e.委託会社は、信託財産に属する同一銘柄の株式の時価総額とマザーファンドに属する当該同

一銘柄の株式の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が、信託財産の純

資産総額の100分の30を超えることとなる投資の指図をしません。 

f.委託会社は、信託財産に属する同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額

とマザーファンドに属する当該同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額

のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が、信託財産の純資産総額の100分の10を超

えることとなる投資の指図をしません。 

g.委託会社は、信託財産に属する同一銘柄の転換社債ならびに新株予約権付社債のうち会社法

第236条第１項第３号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該

新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの（会社法施

行前の旧商法第341条ノ３第１項第７号および第８号の定めがある新株予約権付社債を含め

「転換社債型新株予約権付社債」といいます。）の時価総額とマザーファンドに属する当該

同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債の時価総額のうち信託財産に属す

るとみなした額との合計額が、信託財産の純資産総額の100分の10を超えることとなる投資の

指図をしません。 

②投資する株式等の範囲（約款第22条） 

a.委託会社が投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、証券取

引所に上場されている株式の発行会社の発行するものおよび証券取引所に準ずる市場におい

て取引されている株式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当または社債権

者割当により取得する株式、新株引受権証券および新株予約権証券については、この限りで

はありません。 

b.上記a.の規定にかかわらず、上場予定または登録予定の株式、新株引受権証券および新株予

約権証券で目論見書等において上場または登録されることが確認できるものについては、委

託会社が投資することを指図することができるものとします。 

③信用取引（約款第24条） 

a.委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売付けることの

指図をすることができます。なお、当該売付の決済については、株券の引渡または買戻によ

り行うことの指図をすることができるものとします。 

b.上記a.の信用取引の指図は、当該売付にかかる建玉の時価総額とマザーファンドの信託財産

に属する当該売付にかかる建玉の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額

が信託財産の純資産総額の範囲内とします。 

c.信託財産の一部解約等の事由により、上記b.の売付にかかる建玉の時価総額の合計額が信託

財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相

当する売付の一部を決済するための指図をするものとします。 

④先物取引等（約款第25条） 

a.委託会社は、日本国内の証券取引所における有価証券先物取引（金融商品取引法第28条第８
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項第３号イに掲げるものをいいます。本書において同じ。）、有価証券指数等先物取引（金

融商品取引法第28条第８項第３号ロに掲げるものをいいます。本書において同じ。）および

有価証券オプション取引（金融商品取引法第28条第８項第３号ハに掲げるものをいいます。

本書において同じ。）ならびに外国の取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行うこと

の指図をすることができます。なお、選択権取引は、オプション取引に含めるものとします

（以下同じ。）。 

b.委託会社は、日本国内の取引所における通貨にかかる先物取引およびオプション取引ならび

に外国の取引所における通貨にかかる先物取引およびオプション取引を行うことの指図をす

ることができます。 

c.委託会社は、日本国内の取引所における金利にかかる先物取引およびオプション取引ならび

に外国の取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行うことの指図をすることができます。 

⑤スワップ取引（約款第26条） 

a.委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、異なった通貨、異なった受取金利また

は異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引（以下「スワップ取引」

といいます。）を行うことの指図をすることができます。 

b.スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を超えない

ものとします。ただし、当該取引が信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限り

ではありません。 

c.スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額で行

うものとします。 

d.委託会社は、スワップ取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入が必要と認めたときは、

担保の提供あるいは受入の指図を行うものとします。 

⑥金利先渡取引および為替先渡取引（約款第27条） 

a.委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、金利先渡取引および為替先渡取引を行

うことの指図をすることができます。 

b.金利先渡取引および為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として信

託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が信託期間内で全部解約が可能なものに

ついてはこの限りではありません。 

c.金利先渡取引および為替先渡取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもと

に算出した価額で行うものとします。 

d.委託会社は、金利先渡取引および為替先渡取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入が必

要と認めたときは、担保の提供あるいは受入の指図を行うものとします。 

⑦有価証券の貸付（約款第28条） 

a.委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式および公社債を

次の範囲内で貸付の指図をすることができます。 

・株式の貸付は、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の

時価合計額を超えないものとします。 

・公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有

する公社債の額面金額の合計額を超えないものとします。 

b.上記a.に定める限度額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額

に相当する契約の一部の解約を指図するものとします。 

c.委託会社は、有価証券の貸付にあたって必要と認めたときは、担保の受入の指図を行うもの

とします。 

⑧公社債の空売（約款第29条） 

a.委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産の計算においてする信託財産

に属さない公社債を売付けることの指図をすることができます。なお、当該売付の決済につ

いては、公社債（信託財産において借入れた公社債を含みます。）の引渡または買戻により

行うことの指図をすることができるものとします。 

b.上記a.の売付の指図は、当該売付にかかる公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲

内とします。 

c.信託財産の一部解約等の事由により、上記b.の売付にかかる公社債の時価総額が信託財産の

純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その額を超える額に相当

する売付の一部を決済するための指図をするものとします。 
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⑨公社債の借入（約款第30条） 

a.委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入の指図をすることができ

ます。なお、当該公社債の借入を行うにあたり担保の提供が必要と認めたときは、担保の提

供の指図を行うものとします。 

b.上記a.の借入の指図は、当該借入にかかる公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲

内で行えるものとします。 

c.信託財産の一部解約等の事由により上記b.の借入にかかる公社債の時価総額が信託財産の純

資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する借

入れた公社債の一部を返還するための指図をするものとします。 

d.上記a.の借入にかかる品借料は信託財産中から支弁します。 

⑩特別な場合の外貨建有価証券への投資制限（約款第31条） 

外貨建有価証券への投資については、日本の国際収支上の理由等により特に必要と認められる

場合には、制約されることがあります。 

⑪外国為替予約取引（約款第32条） 

a.委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、外国為替の売買の予約取引の指図をす

ることができます。 

b.上記a.の指図は、信託財産にかかる為替の買予約の合計額と売予約の合計額との差額につき

円換算した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。ただし、信託財産に属す

る外貨建資産（マザーファンドの信託財産に属する外貨建資産のうち信託財産に属するとみ

なした額を含みます。）の為替変動リスクを回避するためにする当該予約取引の指図につい

ては、この限りではありません。 

c.信託財産の一部解約等の事由により上記b.の限度額を超えることとなった場合には、委託会

社は所定の期間内にその超える額に相当する為替予約の一部を解消するための外国為替の売

買の予約取引の指図をするものとします。 

⑫資金の借入（約款第40条） 

a.委託会社は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性に資するため、一部解約に伴う

支払資金の手当て（一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みま

す。）を目的として、または再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当てを目的として、

資金借入れ（コール市場を通じる場合を含みます。）の指図をすることができます。なお、

当該借入金をもって有価証券等の運用は行わないものとします。 

b.一部解約に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から

信託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支払

開始日から信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解

約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が５営業

日以内である場合の当該期間とし、資金借入額は当該有価証券等の売却代金、解約代金およ

び償還金の合計額を限度とします。 

c.収益分配金の再投資にかかる借入期間は信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌

営業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。 

d.借入金の利息は信託財産中から支弁します。 
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３ 投資リスク 
１．投資リスク 
※以下の記載は、当ファンドが主要投資対象とするマザーファンドを組み入れることにより、当ファンドが間

接的に受ける実質的なリスクを含みます。 

（1）価格変動リスク 

当ファンドは、主に株式など値動きのある証券に投資しますので、基準価額は株式市場の動向な

どにより変動します。当ファンドへの投資には主に以下のリスクが想定され、これらの影響によ

り損失を被るおそれがあります。 

①株価変動リスク 

株価は、政治・経済情勢、発行企業の業績、市場の需給等を反映して変動します。株価は、短

期的または長期的に大きく下落することがあります（発行企業が経営不安、倒産等に陥った場

合には、投資資金が回収できなくなることもあります。）。組入銘柄の株価が大きく下落した

場合には、基準価額が下落する要因となります。 

②流動性リスク 

受益者から短期間に相当金額の解約申込があった場合、ファンドは組入資産を売却することで

解約金額の手当てを行いますが、組入資産の市場における流動性が低いときには直前の市場価

格よりも大幅に安い価格で売却せざるを得ないことがあります。これに伴い基準価額が大きく

下落することがあります。 

（2）デリバティブ取引のリスク 

当ファンドはデリバティブに投資することがあります。デリバティブの運用には、ヘッジする商

品とヘッジされるべき資産との間の相関性を欠いてしまう可能性、流動性を欠く可能性、証拠金

を積むことによるリスク等様々なリスクが伴います。これらの運用手法は、信託財産に属する資

産の価格変動リスクを回避する目的のみならず、効率的な運用に資する目的でも用いられること

がありますが、実際の価格変動が委託会社の見通しと異なった場合に当ファンドが損失を被るリ

スクを伴います。 

 

２．その他の留意事項 

（1）一般的な留意事項 

投資信託は、その商品性格から次の特徴をご理解のうえご購入ください。 

・投資信託は株式・公社債などの値動きのある証券に投資しますので、基準価額は変動します。 

・投資信託は金融機関の預金と異なり元金が保証されているものではありません。 

・投資信託は保険契約および預金ではありません。 

・投資信託は保険契約者保護機構の補償対象契約ではありません。 

・投資信託は預金保険の対象ではありません。 

・登録金融機関から購入した投資信託は投資者保護基金の補償対象ではありません。 

・当ファンドは、主に国内の株式を実質的な投資対象としています。当ファンドの基準価額は、

組入れた株式の値動きやそれらの株式の発行者の信用状況の変化等の影響により上下しますの

で、投資元本を割り込むことがあります。したがって、当ファンドは元本が保証されているも

のではありません。 

・委託会社の運用指図によって信託財産に生じた利益および損失は、全て投資家に帰属します。 

（2）法令・税制・会計等の変更可能性 

法令・税制・会計方法等は今後変更される可能性があります。 

（3）その他の留意点 

①取得申込者から販売会社に申込代金が支払われた場合であっても、販売会社より委託会社に対

して申込代金の払込が現実になされるまでは、当ファンドも委託会社もいかなる責任も負わず、

かつその後、受託会社に払込がなされるまでは、取得申込者は受益権および受益権に付随する

いかなる権利も取得しません。 

②一部解約金、収益分配金および償還金の支払は全て販売会社を通じて行われます。 

③委託会社は、販売会社とは別法人であり、委託会社は設定・運用を善良なる管理者の注意をも

って行う責任を負担し、販売会社は販売（申込代金の預り等を含みます。）について責任を負

担しており、互いに他について責任を負担しません。 

④受託会社は、委託会社に収益分配金、一部解約金および償還金を委託会社の指定する預金口座

等へ払い込んだ後は、受益者に対し、それらを支払う責任を負いません。 
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⑤当ファンドは、ファミリーファンド方式で運用を行います。そのため、当ファンドが投資対象

とするマザーファンドを投資対象とする他のベビーファンドに追加設定・解約等に伴う資金変

動等があり、その結果、当該マザーファンドにおいて売買等が生じた場合等には、当ファンド

の基準価額に影響を及ぼす場合があります。 

 

３．管理体制 

委託会社のリスク管理体制は、担当運用部が自主管理を行うと同時に、担当運用部とは独立した

部門において厳格に実施される体制としています。 

法令等の遵守状況についてはコンプライアンス部門が、運用リスクの各項目および運用ガイドラ

インの遵守状況については運用リスク管理部門が、それぞれ適切な運用が行われるよう監視し、

担当運用部へのフィードバックおよび所管の委員会への報告・審議を行っています。 

これらの内容については、社長をはじめとする関係役員に随時報告が行われるとともに、内部監

査部門がこれらの業務全般にわたる運営体制の監査を行うことで、より実効性の高いリスク管理

体制を構築しております。 

 

＜リスク管理体制＞ 

 

＜担当運用部＞

運用リスクの把握・自主管理等

○法令遵守に関する管理・指導
○運用ガイドライン遵守状況のチェック 等
○必要な基礎データの管理
○運用実績の評価
○市場リスク、信用リスクの把握・管理 等

＜コンプライアンス部門＞ ＜ 運用リスク管理部門 ＞

監視・フィードバック 監視・フィードバック

コンプライアンス状況の検証・審議を行い、

コンプライアンスの推進・徹底のために有効と

考えられる各施策の立案・実施に関する決定を

行います。

＜コンプライアンス委員会＞
（原則月１回・随時）

報告 報告

運用管理上の問題点等を審議し、

自らの投資行動の評価を通じて質の高い運用

体制の維持・向上をめざします。

＜運用管理委員会＞
（原則月１回・随時）

＜内部監査部門＞

業務全般にわたる運営体制の監査

報告

＜担当運用部＞

運用リスクの把握・自主管理等

○法令遵守に関する管理・指導
○運用ガイドライン遵守状況のチェック 等
○必要な基礎データの管理
○運用実績の評価
○市場リスク、信用リスクの把握・管理 等

＜コンプライアンス部門＞ ＜ 運用リスク管理部門 ＞

監視・フィードバック 監視・フィードバック

コンプライアンス状況の検証・審議を行い、

コンプライアンスの推進・徹底のために有効と

考えられる各施策の立案・実施に関する決定を

行います。

＜コンプライアンス委員会＞
（原則月１回・随時）

報告 報告

運用管理上の問題点等を審議し、

自らの投資行動の評価を通じて質の高い運用

体制の維持・向上をめざします。

＜運用管理委員会＞
（原則月１回・随時）

＜内部監査部門＞

業務全般にわたる運営体制の監査

報告
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４ 手数料等及び税金 
 

(1) 申込手数料 

①発行価格に1.575％（税抜1.5％）の率を乗じて得た額を上限として販売会社が個別に定める額

とします。詳しくは販売会社にお問い合わせください。申込手数料には、消費税等が含まれま

す。 

②自動けいぞく投資コースの収益分配金の再投資により取得する口数については、手数料はあり

ません。 

 

(2) 換金（解約）手数料 

換金時（解約時）の手数料はありません。 

ただし、解約時の解約価額は、解約請求受付日の基準価額から信託財産留保額（当該基準価額に

0.2％の率を乗じて得た額）を差し引いた価額となります。 

 

(3) 信託報酬等 

①委託会社、販売会社および受託会社の信託報酬の総額は信託財産の純資産総額に対し、年率

1.029％（税抜0.98％）を乗じて得た金額とし、計算期間を通じて、毎日計上します。 

②①の信託報酬（消費税等相当額を含みます。）は、毎計算期間の最初の６ヵ月終了日および毎

計算期末または信託終了のときに信託財産中から支弁します。 

③信託報酬の配分については以下の通りとします。 

純資産総額 委託会社 販売会社 受託会社 

100億円以下の部分 
年0.504％ 
（税抜0.48％） 

年0.420％ 
（税抜0.40％） 

年0.105％ 
（税抜0.10％） 

100億円超の部分 
年0.462％ 
（税抜0.44％） 

年0.462％ 
（税抜0.44％） 

年0.105％ 
（税抜0.10％） 

 

(4) その他の手数料等 

①信託財産の財務諸表の監査に要する費用（消費税等相当額を含みます。）は毎日、以下の１年

当たりの金額の１日分相当額とし、毎計算期間の最初の６ヵ月終了日および毎計算期末または

信託終了のときに信託財産中から支弁します。 

純資産総額 財務諸表の監査に要する費用 

200億円以下の場合 
純資産総額に0.042％（税抜0.04％）を乗じた金額 

ただし、年42万円（税抜40万円）の１日分相当額を上限とします。

200億円 超 の場合 
42万円（税抜40万円）＋純資産総額 200億円超の部分に0.00315％

（税抜0.003％）を乗じた金額 

②信託財産に関する租税および信託事務等に要する諸費用（消費税等相当額を含みます。）なら

びに受託会社の立替えた立替金の利息は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁します。 

③ファンドの組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料、先物・オプション取引に要す

る費用、外国における資産の保管等に要する費用等（全て消費税等相当額を含みます。）は、

受益者の負担とし、信託財産中から支弁します。 

④信託財産の一部解約に伴う支払資金の手当て、または再投資にかかる収益分配金の支払資金の

手当て等を目的として資金借入れの指図を行った場合、借入金の利息は受益者の負担とし、信

託財産中から支弁します。 
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(5) 課税上の取扱い 

日本の居住者たる個人または内国法人である受益者に対する課税については、株式投資信託と

して以下のような取扱いとなります。なお、税法が改正された場合は、以下の内容が変更になる

ことがあります。また、以下は一般的な記載に過ぎませんので、課税上の取扱いの詳細につきま

しては、税務専門家にご確認ください。 

 

＜個人の受益者に対する課税＞ 

収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金については、平成23年12月31日までは10％（所得

税７％、地方税３％）の税率による源泉徴収が行われます。申告不要制度の適用がありますが、

総合課税または申告分離課税を選択することも可能です。申告分離課税を選択した場合の税率

は、平成23年12月31日までは10％（所得税７％、地方税３％）となります。収益分配金のうち

課税対象となるのは普通分配金のみであり、特別分配金（※１）は課税されません。 

平成24年１月１日以降においては、源泉徴収税率は20％（所得税15％、地方税５％）となり、

申告分離課税を選択した場合の税率は20％（所得税15％、地方税５％）となります。 

 

解約時および償還時の譲渡益（解約時および償還時の価額から取得費（申込手数料（税込）を

含む）を控除した利益）は、その全額が譲渡所得等の金額とみなされ課税が行われます。譲渡

所得等については、平成23年12月31日までは10％（所得税７％、地方税３％）の税率による申

告分離課税が適用されます（特定口座（源泉徴収選択口座）での取扱いも可能です。）。 

平成24年１月１日以降の税率は、20％（所得税15％、地方税５％）となります。 

 

なお、解約時および償還時の損失については、確定申告により、上場株式等の譲渡益および申

告分離課税を選択した上場株式等の配当所得の金額と損益通算が可能です。また、解約時およ

び償還時の譲渡益については、上場株式等の譲渡損と損益通算が可能です。（平成22年１月１

日以降、特定口座（源泉徴収選択口座）内における損益通算が可能です。） 

 

＜法人の受益者に対する課税＞ 

収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償還時の「各受益者の個別

元本」（※２）超過額については、平成23年12月31日までは７％の税率による所得税の源泉徴収

が行われます。地方税の源泉徴収はありません。収益分配金のうち所得税法上課税対象となる

のは普通分配金のみであり、特別分配金（※１）は課税されません。 

平成24年１月１日以降の所得税の源泉徴収税率は15％となります。 

なお、益金不算入制度が適用されます。 

 
（※１）「特別分配金」とは、収益分配金落ち後の基準価額が各受益者の個別元本を下回る場合、収益分配

金のうち当該下回る部分に相当する額をさし、元本の一部払戻しに相当するものです。この場合、

当該収益分配金から当該特別分配金を控除した額が普通分配金となります。 

（※２）「各受益者の個別元本」とは、原則として各受益者の信託時の受益権の価額等（申込手数料および

当該申込手数料にかかる消費税等相当額は含まれません。）をいい、追加信託のつど当該口数によ

り加重平均され、特別分配金が支払われた際に調整されます。 
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５ 運用状況 
以下は平成22年3月31日現在の運用状況です。 

また、投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。 

 
(1) 投資状況 

資産の種類 地域 時価合計（円） 投資比率（％）

親投資信託受益証券 日本 21,113,767,535 99.87 

コール・ローン等、その他の資産（負債控除後） 27,049,302 0.12 

合計（純資産総額） 21,140,816,837 100.00 

 

（ご参考：親投資信託の投資状況） 

当ファンドが主要投資対象とする親投資信託の投資状況は以下の通りです。 

ＴＭＡ東海３県マザーファンド 

資産の種類 地域 時価合計（円） 投資比率（％）

株式 日本 22,456,229,200 98.78 

コール・ローン等、その他の資産（負債控除後） 275,085,265 1.21 

合計（純資産総額） 22,731,314,465 100.00 

 

(2) 投資資産 

① 投資有価証券の主要銘柄 

a.主要銘柄の明細 

帳簿価額 評価額 
順

位 
銘柄名 地域 種類 口数 

単価

(円)
金額(円) 

単価 

(円) 
金額(円) 

投資

比率

(％)

1 ＴＭＡ東海３県マザーファンド 日本 
親投資信託

受益証券
13,128,003,193 1.4620 19,193,140,669 1.6083 21,113,767,535 99.87

 

b.投資有価証券の種類 

種類 投資比率(％) 

親投資信託受益証券 99.87

合  計 99.87

 

② 投資不動産物件 

該当事項はありません。 

 

③ その他投資資産の主要なもの 

該当事項はありません。 
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（ご参考：親投資信託の投資資産） 

①投資有価証券の主要銘柄 

a.主要銘柄の明細 

ＴＭＡ東海３県マザーファンド 

帳簿価額 評価額 
順

位 
銘柄名 地域 業種 種類 株式数 単価 

(円) 
金額(円) 

単価 

(円) 
金額(円) 

投資

比率

(％)

1 中部電力 日本 電気・ガス業 株式 770,400 2,356.00 1,815,062,400 2,337.00 1,800,424,800 7.92

2 トヨタ自動車 日本 輸送用機器 株式 426,900 3,295.00 1,406,635,500 3,745.00 1,598,740,500 7.03

3 デンソー 日本 輸送用機器 株式 570,200 2,432.00 1,386,726,400 2,785.00 1,588,007,000 6.98

4 東海旅客鉄道 日本 陸運業 株式 2,210 668,000.00 1,476,280,000 712,000.00 1,573,520,000 6.92

5 豊田自動織機 日本 輸送用機器 株式 345,400 2,361.00 815,489,400 2,670.00 922,218,000 4.05

6 アイシン精機 日本 輸送用機器 株式 313,200 2,349.00 735,706,800 2,800.00 876,960,000 3.85

7 日本碍子 日本 ガラス・土石製品 株式 348,000 1,872.00 651,456,000 1,907.00 663,636,000 2.91

8 豊田通商 日本 卸売業 株式 402,500 1,282.00 516,005,000 1,466.00 590,065,000 2.59

9 イビデン 日本 電気機器 株式 164,400 2,981.00 490,076,400 3,220.00 529,368,000 2.32

10 マキタ 日本 機械 株式 166,300 2,906.00 483,267,800 3,080.00 512,204,000 2.25

11 スズケン 日本 卸売業 株式 144,900 2,960.00 428,904,000 3,295.00 477,445,500 2.10

12 三菱ＵＦＪリース 日本 その他金融業 株式 132,850 3,105.00 412,499,250 3,400.00 451,690,000 1.98

13 サンゲツ 日本 卸売業 株式 210,900 2,065.00 435,508,500 2,121.00 447,318,900 1.96

14 ユー・エス・エス 日本 サービス業 株式 69,440 5,770.00 400,668,800 6,350.00 440,944,000 1.93

15 ブラザー工業 日本 電気機器 株式 378,300 1,013.00 383,217,900 1,130.00 427,479,000 1.88

16 ジェイテクト 日本 機械 株式 380,600 949.00 361,189,400 1,104.00 420,182,400 1.84

17 ユニー 日本 小売業 株式 539,200 696.00 375,283,200 773.00 416,801,600 1.83

18 森精機製作所 日本 機械 株式 354,400 963.00 341,287,200 1,153.00 408,623,200 1.79

19 東邦瓦斯 日本 電気・ガス業 株式 799,000 496.00 396,304,000 510.00 407,490,000 1.79

20 サークルＫサンクス 日本 小売業 株式 343,100 1,102.00 378,096,200 1,159.00 397,652,900 1.74

21 豊田合成 日本 輸送用機器 株式 150,200 2,284.00 343,056,800 2,621.00 393,674,200 1.73

22 トヨタ紡織 日本 輸送用機器 株式 217,900 1,537.00 334,912,300 1,796.00 391,348,400 1.72

23 日本特殊陶業 日本 ガラス・土石製品 株式 301,000 1,050.00 316,050,000 1,270.00 382,270,000 1.68

24 アイカ工業 日本 化学 株式 336,200 938.00 315,355,600 1,042.00 350,320,400 1.54

25 リゾートトラスト 日本 サービス業 株式 254,800 1,241.00 316,206,800 1,371.00 349,330,800 1.53

26 リンナイ 日本 金属製品 株式 67,400 4,690.00 316,106,000 4,910.00 330,934,000 1.45

27 大垣共立銀行 日本 銀行業 株式 1,018,000 311.00 316,598,000 323.00 328,814,000 1.44

28 十六銀行 日本 銀行業 株式 875,000 356.00 311,500,000 371.00 324,625,000 1.42

29 セイノーホールディングス 日本 陸運業 株式 447,000 625.00 279,375,000 666.00 297,702,000 1.30

30 富士機械製造 日本 機械 株式 176,800 1,440.00 254,592,000 1,681.00 297,200,800 1.30
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b.投資有価証券の種類 

ＴＭＡ東海３県マザーファンド 

種類 国内／国外 業種 投資比率(％) 

株式 国内 食料品 0.98

  化学 1.54

  ゴム製品 1.17

  ガラス・土石製品 4.60

  鉄鋼 1.53

  金属製品 1.45

  機械 9.25

  電気機器 4.20

  輸送用機器 28.19

  電気・ガス業 9.71

  陸運業 9.47

  卸売業 6.66

  小売業 6.79

  銀行業 6.67

  その他金融業 2.30

  サービス業 4.21

合  計  98.78

 

②投資不動産物件 

ＴＭＡ東海３県マザーファンド 

該当事項はありません。 

 

③その他投資資産の主要なもの 

ＴＭＡ東海３県マザーファンド 

該当事項はありません。 

 

(3) 運用実績 

① 純資産の推移 

期 年月日 

純資産総額 

（百万円） 

（分配落） 

純資産総額

（百万円）

（分配付）

1口当たり 

純資産額(円) 

(分配落) 

1口当たり 

純資産額(円)

(分配付) 

1期 (平成15年 3月 3日) 14,624 14,624 0.9230 0.9230

2期 (平成16年 3月 1日) 17,763 17,763 1.1967 1.1967

3期 (平成17年 3月 1日) 18,635 20,154 1.2268 1.3268

4期 (平成18年 3月 1日) 24,281 29,262 1.4625 1.7625

5期 (平成19年 3月 1日) 29,836 34,031 1.4225 1.6225

6期 (平成20年 3月 3日) 25,856 26,331 1.0885 1.1085

7期 (平成21年 3月 2日) 15,305 15,305 0.6280 0.6280

8期 (平成22年 3月 1日) 19,439 19,439 0.8145 0.8145

平成21年 3月末日 16,531 － 0.6752 －
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4月末日 18,307 － 0.7471 －

5月末日 18,802 － 0.7655 －

6月末日 19,899 － 0.8103 －

7月末日 20,794 － 0.8466 －

8月末日 21,125 － 0.8620 －

9月末日 20,326 － 0.8324 －

10月末日 20,161 － 0.8264 －

11月末日 19,091 － 0.7834 －

12月末日 20,569 － 0.8485 －

平成22年 1月末日 20,007 － 0.8339 －

2月末日 19,399 － 0.8128 －

3月末日 21,140 － 0.8952 －

 

② 分配の推移 

期 1口当たりの分配金（円） 

1期 0.0000 

2期 0.0000 

3期 0.1000 

4期 0.3000 

5期 0.2000 

6期 0.0200 

7期 0.0000 

8期 0.0000 

 

③ 収益率の推移 

期 年月日 収益率（％）（分配付） 

1期 (平成15年 3月 3日) △7.7 

2期 (平成16年 3月 1日) 29.7 

3期 (平成17年 3月 1日) 10.9 

4期 (平成18年 3月 1日) 43.7 

5期 (平成19年 3月 1日) 10.9 

6期 (平成20年 3月 3日) △22.1 

7期 (平成21年 3月 2日) △42.3 

8期 (平成22年 3月 1日) 29.7 
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６ 手続等の概要 
①申込（販売）手続等 

a.毎営業日にお申込みを受け付けます。 

b.申込方法には、収益分配金の受取方法によって、以下の２種類のコースがあります。 

一般コース 分配金を受け取るコースです。 

自動けいぞく投資コース 分配金が税引き後、自動的に無手数料で再投資されるコースです。

c.販売会社やお申込みのコース等によって申込単位は異なります。詳しくは販売会社にお問い合

わせください。なお、自動けいぞく投資コースにおける収益分配金の再投資に際しては、１口

単位で取得することができます。 

d.取得申込の受付は、原則として午後３時までとします。受付時間を過ぎてからのお申込みにつ

いては翌営業日受付の取扱いとなります。 

e.受益権の取得申込価額は以下の通りです。 

取得申込受付日の基準価額 

基準価額は原則として委託会社の毎営業日に算出され、販売会社または委託会社サービスデス

クに問い合わせることにより知ることができます。 

●委託会社のお問い合わせ先（委託会社サービスデスク） 

東京海上アセットマネジメント投信 サービスデスク 

０１２０－７１２－０１６（土日祝日・年末年始を除く９時～17時） 

f.申込手数料は、発行価格に1.575％（税抜1.5％）の率を乗じて得た額を上限として販売会社が

個別に定める額とします。詳しくは販売会社にお問い合わせください。 

g.上記にかかわらず、証券取引所における取引の停止、外国為替取引の停止その他やむを得ない

事情が発生し、委託会社が追加設定を制限する措置を取った場合には、販売会社は、受益権の

取得申込の受付を中止すること、および既に受け付けた取得申込の受付を取り消すことができ

ます。 

h.取得申込者は販売会社に、取得申込と同時にまたはあらかじめ当該取得申込者が受益権の振替

を行うための振替機関等の口座を申し出るものとし、当該口座に当該取得申込者にかかる口数

の増加の記載または記録が行われます。なお、販売会社は、当該取得申込の代金の支払いと引

き換えに、当該口座に当該取得申込者にかかる口数の増加の記載または記録を行うことができ

ます。委託会社は、追加信託により分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への

新たな記載または記録をするため社振法に定める事項の振替機関等への通知を行うものとしま

す。振替機関等は、委託会社から振替機関等への通知があった場合、社振法の規定にしたがい、

その備える振替口座簿への新たな記載または記録を行います。受託会社は、追加信託により生

じた受益権については追加信託のつど、振替機関等の定める方法により、振替機関等へ当該受

益権にかかる信託を設定した旨の通知を行います。 

i.定時定額購入サービスを選択した取得申込者は、販売会社との間で定時定額購入サービスに関

する取り決めを行います。詳しくは販売会社にお問い合わせください。 
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②換金（解約）手続等 

a.受益者は、自己に帰属する受益権につき、一部解約の実行請求（解約請求）の方法によりご換

金の請求を行うことができます。 

b.ご換金のお申込みは販売会社で受け付けます。なお、販売会社の買取りによるご換金の請求に

ついては、販売会社にお問い合わせください。 

c.解約請求による換金のお申込みは、毎営業日に行うことができます。 

d.解約単位は、販売会社やお申込みのコース等によって異なります。詳しくは販売会社にお問い

合わせください。 

e.解約請求のお申込みの受付は、原則として午後３時までとします。受付時間を過ぎてからのお

申込みは翌営業日受付としてお取扱いします。 

f.解約時の価額（解約価額）は、解約請求受付日の基準価額から信託財産留保額（当該基準価額

に0.2％の率を乗じて得た額）を差し引いた価額とします。 

g.解約価額は、原則として委託会社の毎営業日に算出され、販売会社または委託会社サービスデ

スクに問い合わせることにより知ることができます。 

h.解約にかかる手数料はありません。 

i.解約代金は、原則として解約請求受付日から起算して５営業日目から、お支払いします。 

j.委託会社は、証券取引所における取引の停止、外国為替取引の停止その他やむを得ない事情が

あるときは、解約請求の受付を中止することができます。その場合には、受益者は当該受付中

止以前に行った当日を解約請求受付日とする解約請求を撤回できます。ただし、受益者がその

解約請求を撤回しない場合には、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日にその

請求を受け付けたものとして取扱います。 

k.信託財産の資金管理を円滑に行うため、大口解約には制限を設ける場合があります。 

l.受益者が解約の請求をするときは、振替受益権をもって行うものとし、その口座が開設されて

いる振替機関等に対して当該受益者の請求にかかる信託契約の一部解約を委託会社が行うのと

引き換えに、当該一部解約にかかる受益権の口数と同口数の抹消の申請が行われ、社振法の規

定にしたがい当該振替機関等の口座において当該口数の減少の記載または記録が行われます。 
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７ 管理及び運営の概要 
①資産の評価 

a.基準価額とは、受益権１口当たりの純資産価額（純資産総額を計算日における受益権総口数で

除した金額）をいいます。ただし、便宜上１万口当たりに換算した価額で表示されることがあ

ります。 

b.純資産総額とは、信託財産に属する資産（受入担保金代用有価証券および借入有価証券を除き

ます。）を法令および社団法人投資信託協会規則にしたがって時価または一部償却原価法によ

り評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額をいいます。なお、外貨建資

産の円換算については、原則として日本における計算日の対顧客電信売買相場の仲値によって

計算し、外国為替予約に基づく予約為替の評価は、原則として日本における計算日の対顧客先

物売買相場の仲値によるものとします。 

＜主要投資対象資産の評価方法＞ 

対象 評価方法 

マザーファンド 

受益証券 
原則として、当ファンドの基準価額計算日の基準価額で評価します。 

株式 
原則として、上場されている取引所における計算日（外国株式の場合

は、計算時に知り得る直近の日）の最終相場で評価します。 

c.基準価額は、原則として委託会社の毎営業日に算出され、販売会社または委託会社サービスデ

スクに問い合わせることにより知ることができます。 

 

②信託期間 

原則として、平成14年６月28日から無期限とします。ただし、後記「④信託の終了（繰上償

還）」に該当する場合には、信託を終了させることがあります。 

 

③計算期間 

原則として、毎年３月２日から翌年３月１日までとします。ただし、各計算期間の末日が休業日

のときはその翌営業日（※）を計算期間の末日とし、その翌日より次の計算期間が開始するものと

します。 
（※）法令により、これと異なる日を計算期間の末日と定めている場合には、法令にしたがいます。 

 

④信託の終了（繰上償還） 

a.委託会社は、信託契約の一部を解約することにより受益権の総口数が30億口を下ることとなっ

たとき、信託契約を解約することが受益者のため有利であると認めるときまたはやむを得ない

事情が発生したときは、受託会社と合意のうえ、信託契約を解約し、信託を終了させることが

できます。この場合において、委託会社は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届

け出ます。 

b.委託会社は、上記a.の事項について、あらかじめ、解約しようとする旨を公告し、かつ、その

旨を記載した書面を信託契約にかかる知られたる受益者に対して交付します。ただし、信託契

約にかかる全ての受益者に対して書面を交付したときは、原則として公告を行いません。 

c.上記b.の公告および書面には、受益者で異議のある者は、１ヵ月以上の一定の期間内に委託会

社に対し異議を述べるべき旨を付記します。 

d.上記c.の一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の二分の一を超

えるときは、上記a.の信託契約の解約をしません。 

e.委託会社は、信託契約を解約しないこととしたときは、解約をしない旨およびその理由を公告

し、かつ、これらの事項を記載した書面を知られたる受益者に対して交付します。ただし、全

ての受益者に対して書面を交付したときは、原則として公告を行いません。 

f.上記c.からe.の規定は、信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている場合で

あって、上記c.の一定の期間が１ヵ月を下らずにその公告および書面の交付を行うことが困難

な場合は適用しません。 
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g.信託契約を解約する場合において、上記c.の一定の期間内に異議を申し出た受益者は、受託会

社に対し、自己に帰属する受益権を、信託財産をもって買取るべき旨を請求することができま

す。 

h.委託会社は、監督官庁より信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令にしたがい、信託

契約を解約し、信託を終了させます。 

i.委託会社が監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したときは、

委託会社は信託契約を解約し、信託を終了させます。ただし、監督官庁が信託契約に関する委

託会社の業務を他の投資信託委託会社に引継ぐことを命じたときは、下記「⑤信託約款の変

更」d.に該当する場合を除き、当該投資信託委託会社と受託会社との間において存続します。 

j.委託会社は、受託会社が委託会社の承諾を受けてその任務を辞任した後、あるいは裁判所が受

託会社を解任した後、委託会社が新受託会社を選任できないときは、あらかじめ、監督官庁に

届出のうえ、信託契約を解約し、信託を終了させます。 

 

⑤信託約款の変更 

a.委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるとき、またはやむを得ない事情が発生したとき

は、受託会社と合意のうえ、あらかじめ監督官庁に届出ることにより、信託約款を変更するこ

とができます。 

b.変更事項のうち、その内容が重大なものとして内閣府令で定めるものに該当するときは、内閣

府令で定めるところにより、あらかじめ変更しようとする旨およびその内容を公告し、かつこ

れらの事項を記載した書面を知られたる受益者に対して交付します。ただし、全ての受益者に

対して書面を交付したときは、原則として公告を行いません。 

c.上記b.の公告および書面には、受益者で異議のある者は、１ヵ月以上の一定の期間内に委託会

社に対し異議を述べるべき旨を付記します。 

d.上記c.の一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の二分の一を超

えるときは、上記a.の約款変更を行いません。その場合には、委託会社は、内閣府令で定める

ところにより、変更しない旨およびその理由を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面を

知られたる受益者に対して交付します。ただし、全ての受益者に対して書面を交付したときは、

原則として公告を行いません。 

e.その内容が重大なものとして内閣府令で定めるものに該当する信託約款の変更を行う場合にお

いて、上記c.の一定の期間内に異議を申し出た受益者は、受託会社に対し、自己に帰属する受

益権を、信託財産をもって買取るべき旨を請求することができます。 

f.委託会社は、監督官庁の命令に基づいて信託約款を変更しようとするときは、上記b.からd.の

規定にしたがいます。 

 

⑥運用報告書 

毎決算後、委託会社が、期間中の運用経過のほか、信託財産の内容、有価証券売買状況などを記

載した運用報告書を作成します。運用報告書は、販売会社から、あらかじめお申し出いただいた

ご住所にお届けします。なお、期間中に行った信託約款の変更等のうち、委託会社が重要と判断

した事項については、運用報告書に記載します。 
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第２ 財務ハイライト情報 
財務ハイライト情報の記載事項は、請求目論見書（金融商品取引法第13条第２項第２号に規定する

内容を記載した目論見書をいいます。以下同じ。）「第三部 ファンドの詳細情報」の「第４ フ

ァンドの経理状況」の「1 財務諸表」に記載すべき財務諸表から抜粋して記載しております。 

「財務諸表」については、あらた監査法人による監査を受けております。なお、監査報告書につい

ては、請求目論見書「第三部 ファンドの詳細情報」の「第４ ファンドの経理状況」に記載され

ている財務諸表の箇所に添付しております。 

東海３県ファンド 

 

1 貸借対照表 

 
第7期 

[平成21年3月2日現在] 

第8期 

[平成22年3月1日現在] 

区分 金額（円） 金額（円） 

資産の部 

 流動資産 

  コール・ローン 123,912,124 134,602,003

  親投資信託受益証券 15,277,929,477 19,419,309,326

  未収入金 － 19,975,201

  未収利息 288 324

  流動資産合計 15,401,841,889 19,573,886,854

 資産合計 15,401,841,889 19,573,886,854

負債の部 

 流動負債 

  未払解約金 9,888,417 32,281,620

  未払受託者報酬 8,832,875 10,421,723

  未払委託者報酬 77,729,234 91,711,143

  その他未払費用 215,470 215,293

  流動負債合計 96,665,996 134,629,779

 負債合計 96,665,996 134,629,779

純資産の部 

 元本等 

  元本 24,370,381,676 23,865,981,164

  剰余金   

期末剰余金又は期末欠損金(△) △9,065,205,783 △4,426,724,089

（分配準備積立金） 1,332,875,161 1,508,651,623

  元本等合計 15,305,175,893 19,439,257,075

 純資産合計 15,305,175,893 19,439,257,075

負債純資産合計 15,401,841,889 19,573,886,854
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2 損益及び剰余金計算書 

 

第7期 

自 平成20年3月4日 

至 平成21年3月2日 

第8期 

自 平成21年3月3日 

至 平成22年3月1日 

区分 金額（円） 金額（円） 

営業収益 

 受取利息 533,478 85,575

 有価証券売買等損益 △10,910,538,220 4,788,141,991

 営業収益合計 △10,910,004,742 4,788,227,566

営業費用 

 受託者報酬 22,401,016 20,416,026

 委託者報酬 197,128,816 179,660,999

 その他費用 514,843 428,514

 営業費用合計 220,044,675 200,505,539

営業利益又は営業損失（△） △11,130,049,417 4,587,722,027

経常利益又は経常損失（△） △11,130,049,417 4,587,722,027

当期純利益又は当期純損失（△） △11,130,049,417 4,587,722,027

一部解約に伴う当期純利益金額の分配額

又は一部解約に伴う当期純損失金額の分

配額（△） 

△438,220,155 394,595,274

期首剰余金又は期首欠損金（△） 2,102,325,383 △9,065,205,783

剰余金増加額又は欠損金減少額 － 805,815,352

当期一部解約に伴う剰余金増加額又は

欠損金減少額 
－ 805,815,352

当期追加信託に伴う剰余金増加額又は

欠損金減少額 
－ －

剰余金減少額又は欠損金増加額 475,701,904 360,460,411

当期一部解約に伴う剰余金減少額又は

欠損金増加額 
211,480,611 －

当期追加信託に伴う剰余金減少額又は

欠損金増加額 
264,221,293 360,460,411

分配金 － －

期末剰余金又は期末欠損金（△） △9,065,205,783 △4,426,724,089
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（重要な会計方針に係る事項に関する注記） 

区分 

第7期 

自 平成20年3月4日 

至 平成21年3月2日 

第8期 

自 平成21年3月3日 

至 平成22年3月1日 

1.有価証券の評価基準及び 

評価方法 

親投資信託受益証券 

移動平均法に基づき、原則

として時価で評価しており

ます。時価評価にあたって

は、親投資信託受益証券の

基準価額に基づいて評価し

ております。 

親投資信託受益証券 

同左 

2.その他財務諸表作成のため

の基本となる重要な事項 

計算期間末日の取扱い 

平成20年3月1日及びその翌

日と平成21年3月1日が休日

のため、前計算期間末日を

平成20年3月3日、当計算期

間末日を平成21年3月2日と

しております。このため、

当計算期間は、364日となっ

ております。 

計算期間末日の取扱い 

平成21年3月1日が休日のた

め、前計算期間末日を平成21

年3月2日としております。こ

のため、当計算期間は、364

日となっております。 
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（参考情報） 

当ファンドは、「ＴＭＡ東海３県マザーファンド」を主要な投資対象としており、貸借対照表の資

産の部に計上された「親投資信託受益証券」はすべて同ファンドの受益証券です。なお、同ファン

ドの状況は次のとおりです。 

なお、以下に記載した情報は監査の対象ではありません。 

 

「ＴＭＡ東海３県マザーファンド」の状況 

 

貸借対照表 

 [平成21年3月2日現在] [平成22年3月1日現在] 

区分 金額（円） 金額（円） 

資産の部   

 流動資産   

  コール・ローン 170,298,415 248,977,481

  株式 16,310,672,600 20,640,284,300

  未収配当金 7,945,300 18,357,550

  未収利息 396 599

  流動資産合計 16,488,916,711 20,907,619,930

 資産合計 16,488,916,711 20,907,619,930

負債の部 

 流動負債 

  未払解約金 － 19,975,201

  流動負債合計 － 19,975,201

 負債合計 － 19,975,201

純資産の部   

 元本等   

  元本 14,785,551,116 14,287,219,866

  剰余金   

   剰余金又は欠損金（△） 1,703,365,595 6,600,424,863

  元本等合計 16,488,916,711 20,887,644,729

 純資産合計 16,488,916,711 20,887,644,729

負債純資産合計 16,488,916,711 20,907,619,930
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（重要な会計方針に係る事項に関する注記） 

区分 
自 平成20年3月4日 

至 平成21年3月2日 

自 平成21年3月3日 

至 平成22年3月1日 

有価証券の評価基準 

及び評価方法 

 

株式 

移動平均法に基づき、原則

として時価で評価しており

ます。時価評価にあたって

は、金融商品取引所等にお

ける最終相場（最終相場の

ないものについては、それ

に準ずる価額）、金融商品

取引所等が発表する基準

値、又は金融商品取引業者

等から提示される気配相場

に基づいて評価しておりま

す。 

株式 

移動平均法に基づき、原則

として時価で評価しており

ます。時価評価にあたって

は、金融商品取引所等にお

ける最終相場（最終相場の

ないものについては、それ

に準ずる価額）、又は金融

商品取引業者等から提示さ

れる気配相場に基づいて評

価しております。 

 



― 35 ― 

第３ 内国投資信託受益証券事務の概要 
ファンドの受益権は、振替受益権となり、委託会社は、この信託の受益権を取り扱う振替機関が社

振法の規定により主務大臣の指定を取り消された場合または当該指定が効力を失った場合であって、

当該振替機関の振替業を承継する者が存在しない場合その他やむを得ない事情がある場合を除き、

当該振替受益権を表示する受益証券を発行しません。なお、受益者は、委託会社がやむを得ない事

情等により受益証券を発行する場合を除き、無記名式受益証券から記名式受益証券への変更の請求、

記名式受益証券から無記名式受益証券への変更の請求、受益証券の再発行の請求を行わないものと

します。 
 

１．名義書換 

該当事項はありません。 

 

２．受益者に対する特典 

特典はありません。 

 

３．内国投資信託受益証券の譲渡制限の内容 

譲渡制限はありません。 

 

４．受益権の譲渡 

①受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が

記載または記録されている振替口座簿にかかる振替機関等に振替の申請をするものとします。 

②上記①の申請のある場合には、上記①の振替機関等は、当該譲渡にかかる譲渡人の保有する受

益権の口数の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿

に記載または記録するものとします。ただし、上記①の振替機関等が振替先口座を開設したも

のでない場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等（当該他の振替機関等の上

位機関を含みます。）に社振法の規定にしたがい、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加

の記載または記録が行われるよう通知するものとします。 

③上記①の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録

されている振替口座簿にかかる振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異な

る場合等において、委託会社が必要と認めたときまたはやむをえない事情があると判断したと

きは、振替停止日や振替停止期間を設けることができます。 

 

５．受益権の譲渡の対抗要件 

受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託会社および受託会社に

対抗することができません。 

 

６．受益権の再分割 

委託会社は、受託会社と協議のうえ、一定日現在の受益権を均等に再分割できるものとします。 

 

７．償還金 

償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者（償還

日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該償還日以前

に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている

受益権については原則として取得申込者とします。）にお支払いします。 

 

８．質権口記載又は記録の受益権の取り扱いについて 

振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金の支

払い、一部解約の実行の請求の受付、一部解約金および償還金の支払い等については、約款の

規定によるほか、民法その他の法令等にしたがって取り扱われます。 
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第４ ファンドの詳細情報の項目 
 

「有価証券届出書」の「第三部 ファンドの詳細情報」について、交付目論見書とは別に、その内

容を記した書面を「請求目論見書」として作成しております。 

請求目論見書のご請求は、お申込みの販売会社にお問い合わせください。 

また、請求目論見書の内容はＥＤＩＮＥＴ（エディネット）（※）でもご覧いただくことができます。 
（※）Electronic Disclosure for Investors’NETworkの略です。投資家はＥＤＩＮＥＴを利用することによ

り、インターネットを通じてファンドの有価証券届出書や有価証券報告書などを閲覧することができま

す。 

 

なお、「請求目論見書」の記載項目は、下記の通りです。 

第１ ファンドの沿革  

第２ 手続等 １ 申込（販売）手続等 

２ 換金（解約）手続等 

第３ 管理及び運営 １ 資産管理等の概要 

(1) 資産の評価 

(2) 保管 

(3) 信託期間 

(4) 計算期間 

(5) その他 

２ 受益者の権利等 

第４ ファンドの経理状況 １ 財務諸表 

(1) 貸借対照表 

(2) 損益及び剰余金計算書 

(3) 注記表 

(4) 附属明細表 

２ ファンドの現況 

・純資産額計算書 

第５ 設定及び解約の実績  
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追加型証券投資信託 東海３県ファンド 

運用の基本方針 

 

 約款第21条（運用の基本方針）の規定に基づき、委託者が別に定める運用の基本方針は

次のものとします。 

 

１．基本方針 

この投資信託は、主として「ＴＭＡ東海３県マザーファンド」（以下「マザーファン

ド」といいます。）受益証券に投資を行い、信託財産の中長期的な成長を目標として運

用を行います。 

 

２．運用方法 

(1) 投資対象 

主としてマザーファンド受益証券に投資し、高位の組入比率を維持します。なお、こ

のほか株式等に直接投資することがあります。 

(2) 投資態度 

①主として、東海３県に本社があり、証券取引所（金融商品取引法第２条第16項に規定

する金融商品取引所および金融商品取引法第２条第８項第３号ロに規定する外国金融

商品市場を「取引所」といい、取引所のうち、有価証券の売買または金融商品取引法

第28条第８項第３号もしくは同項第５号の取引を行なう市場および当該市場を開設す

るものを「証券取引所」といいます。）に上場あるいは店頭市場に登録している日本

法人の株式を主要投資対象として運用するマザーファンド受益証券に投資します。 

②当ファンドの運用は、ファミリーファンド方式により行います。従って、実質的な運

用は、マザーファンドで行うこととなります。 

③株式以外の資産（マザーファンド受益証券を通じて投資する場合は、当該マザーファ

ンドの信託財産に属する株式以外の資産のうち、この投資信託の信託財産に属すると

みなした部分を含みます。）への投資は、原則として信託財産総額の50％以下としま

す。 

④当初設定直後、大量の追加設定または解約が生じたとき、市況の急激な変化が予想さ

れるとき、償還の準備に入ったとき等ならびに信託財産の規模によっては上記のよう

な運用ができない場合があります。 

 

３．運用制限 

(1) 株式への投資割合には、制限を設けません。 

(2) 外貨建資産への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の20％以下とします。 

(3) 新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の

20％以下とします。 

(4) マザーファンド受益証券を除く投資信託証券への実質投資割合は、信託財産の純資産

総額の５％以下とします。 
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(5) 同一銘柄の株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の30％以下とします。 

(6) 同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、信託財産の純

資産総額の10％以下とします。 

(7) 同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への実質投資割合は、信託財

産の純資産総額の10％以下とします。 

 

４．収益分配方針 

毎決算時に、原則として次の方針に基づき分配を行います。 

①分配対象額は、経費控除後の、繰越分を含めた利子・配当等収益および売買益（評

価益を含みます。）等の全額とします。 

②収益分配金額は、委託者が基準価額の水準、市況動向等を勘案して決定します。た

だし、分配対象収益が少額の場合等には、収益分配を行わないことがあります。 

③収益の分配に充当せず、信託財産内に留保した利益については、運用の基本方針に

基づいて運用を行います。 
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追加型証券投資信託 東海３県ファンド 約款 

 

【信託の種類、委託者および受託者】 

第１条    この信託は、証券投資信託であり、東京海上アセットマネジメント投信株式会社を委託者とし、三菱Ｕ

ＦＪ信託銀行株式会社を受託者とします。 

②  この信託は、信託財産に属する財産についての対抗要件に関する事項を除き、信託法（大正11年法律第

62号）の適用を受けます。 

【信託事務の委託】 

第１条の２ 受託者は、信託法第26条第1項に基づく信託事務の委任として、信託事務の処理の一部について、金融

機関の信託業務の兼営等に関する法律第1条第1項の規定による信託業務の兼営の認可を受けた一の金融機

関と信託契約を締結し、これを委託することができます。 

【信託の目的、金額および追加信託の限度額】 

第２条    委託者は、金69億7,733万3,609円を受益者のために利殖の目的をもって信託し、受託者は、これを引受

けます。 

②    委託者は、受託者と合意のうえ金1,000億円を限度として信託金を追加できるものとし、追加信託を行っ

たときは、受託者はその引受を証する書面を委託者に交付します。 

③    委託者は、受託者と合意のうえ、前項の限度額を変更することができます。 

【信託期間】 

第３条  この信託の期間は、信託契約締結日から第53条（信託契約の解約）第1項、第54条（信託契約に関する監

督官庁の命令）第1項、第55条（委託者の登録取消等に伴う取扱い）第1項または第57条（受託者の辞任お

よび解任に伴う取扱い）第2項による信託終了の日までとします。 

【受益権の分割および再分割】 

第４条  委託者は、第2条（信託の目的、金額および追加信託の限度額）第1項に規定する信託によって生じた受

益権については69億7,733万3,609口に、追加信託によって生じた受益権については、これを追加信託のつ

ど第７条（追加信託の時期、価額および口数、基準価額の計算方法）第1項の追加口数に、それぞれ均等に

分割します。 

②  委託者は、受託者と協議のうえ、一定日現在の受益権を均等に再分割できるものとします。 

【受益権の取得申込みの勧誘の種類】 

第５条  この信託にかかる受益権の取得申込みの勧誘は、金融商品取引法第２条第３項第１号に掲げる場合に該

当し、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第８項で定める公募により行われます。 

【当初の受益者】 

第６条  この信託契約締結当初および追加信託当初の受益者は、委託者の指定する受益権取得申込者とし、第４

条（受益権の分割および再分割）の規定により分割された受益権は、その取得申込口数に応じて、取得申

込者に帰属します。 

【追加信託の時期、価額および口数、基準価額の計算方法】 

第７条    追加信託金は、追加信託を行う日の前営業日（「営業日」とは、委託者の営業日をいいます。また、委

託者の営業日以外の日を「休業日」といいます。以下同じ。）の基準価額に、当該追加信託にかかる受益

権の口数を乗じた額とします。 

②    この約款において基準価額とは、信託財産に属する資産（受入担保金代用有価証券および第30条（公社

債の借入）に規定する借入有価証券を除きます。）を法令および社団法人投資信託協会規則に従って時価

または一部償却原価法により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額（以下「純資

産総額」といいます。）を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。 

③    信託財産に属する外貨建資産（外国通貨表示の有価証券（以下「外貨建有価証券」といいます。）、預

金その他の資産をいいます。以下同じ。）の円換算は、原則として日本における計算日の対顧客電信売買

相場の仲値によって計算し、第32条（外国為替予約の指図）に規定する外国為替予約に基づく予約為替の

評価は原則として日本における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によって計算します。 

【信託日時の異なる受益権の内容】 

第８条    この信託の受益権は、信託の日時を異にすることにより差異を生ずることはありません。 

【受益権の帰属と受益証券の不発行】 

第９条  この信託の受益権は、社債、株式等の振替に関する法律（以下「社振法」といいます。）の規定の適用

を受けることとし、追加信託される受益権の帰属は、委託者があらかじめこの投資信託の受益権を取り扱

うことについて同意した一の振替機関（社振法第２条に規定する「振替機関」をいい、以下「振替機関」

といいます。）及び当該振替機関の下位の口座管理機関（社振法第２条に規定する「口座管理機関」をい

い、振替機関を含め、以下「振替機関等」といいます。）の振替口座簿に記載または記録されることによ

り定まります（以下、振替口座簿に記載または記録されることにより定まる受益権を「振替受益権」とい

います。）。 

②  委託者は、この信託の受益権を取り扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取り消された

場合または当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者が存在しない場合

その他やむを得ない事情がある場合を除き、振替受益権を表示する受益証券を発行しません。なお、受益

者は、委託者がやむを得ない事情等により受益証券を発行する場合を除き、無記名式受益証券から記名式

受益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式受益証券への変更の請求、受益証券の再発行の請

求を行なわないものとします。 
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③  委託者は、第４条（受益権の分割および再分割）の規定により分割された受益権について、振替機関等

の振替口座簿への新たな記載または記録をするため社振法に定める事項の振替機関への通知を行うものと

します。振替機関等は、委託者から振替機関への通知があった場合、社振法の規定にしたがい、その備え

る振替口座簿への新たな記載または記録を行ないます。 

④  委託者は、受益者を代理してこの信託の受益権を振替受入簿に記載または記録を申請することができる

ものとし、原則としてこの信託の平成18年12月29日現在の全ての受益権（受益権につき、既に信託契約の

一部解約が行なわれたもので、当該一部解約にかかる一部解約金の支払開始日が平成19年１月４日以降と

なるものを含みます。）を受益者を代理して平成19年１月４日に振替受入簿に記載または記録するよう申

請します。ただし、保護預かりではない受益証券に係る受益権については、信託期間中において委託者が

受益証券を確認した後当該申請を行うものとします。振替受入簿に記載または記録された受益権にかかる

受益証券（当該記載または記録以降に到来する計算期間の末日にかかる収益分配金交付票を含みます。）

は無効となり、当該記載または記録により振替受益権となります。また、委託者は、受益者を代理してこ

の信託の受益権を振替受入簿に記載または記録を申請する場合において、委託者の指定する証券会社（委

託者の指定する金融商品取引法第28条第１項に規定する第一種金融商品取引業を行なう者をいいます。以

下同じ。）および登録金融機関（委託者の指定する金融商品取引法第２条第11項に規定する登録金融機関

をいいます。以下同じ。）に当該申請の手続きを委任することができます。 

【受益権の設定に係る受託者の通知】 

第10条  受託者は、追加信託により生じた受益権については追加信託のつど、振替機関の定める方法により、振

替機関へ当該受益権に係る信託を設定した旨の通知を行ないます。 

【募集の取扱者】 

第11条    ＜削除＞ 

【受益権の取得単位および価額】 

第12条  委託者の指定する証券会社および登録金融機関は、第４条（受益権の分割および再分割）第１項の規定

により分割される受益権の取得申込者に対し、１口単位または１万口単位（委託者の指定する証券会社お

よび登録金融機関がそれぞれ別に定めるものとします。）をもって当該受益権の取得の申込に応ずること

ができるものとします。 

②  委託者の指定する証券会社または登録金融機関と別に定める自動けいぞく投資契約（以下「別に定める

契約」といいます。）を結んだ取得申込者に限り、１円以上１円単位をもって、当該受益権の取得の申込

に応ずることができるものとします。ただし、第49条（収益分配金、償還金および一部解約金の支払なら

びに収益分配金の再投資）第３項に規定する収益分配金の再投資にかかる受益権の取得の申込に限り、１

口の整数倍をもって当該取得の申込に応ずることができます。 

③  前２項の取得申込者は委託者の指定する証券会社または登録金融機関に、取得申込と同時にまたは予め、

自己のために開設されたこの信託の受益権の振替を行うための振替機関等の口座を示すものとし、当該口

座に当該取得申込者に係る口数の増加の記載または記録が行なわれます。なお、委託者の指定する証券会

社および登録金融機関は、当該取得申込の代金（第５項の受益権の価額に当該取得申込の口数を乗じて得

た額をいいます。）の支払いと引き換えに、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記載または記

録を行うことができます。 

④  第１項および第２項の規定にかかわらず、証券取引所（金融商品取引法第２条第16項に規定する金融商

品取引所および金融商品取引法第２条第８項第３号ロに規定する外国金融商品市場を「取引所」といい、

取引所のうち、有価証券の売買または金融商品取引法第28条第８項第３号もしくは同項第５号の取引を行

なう市場および当該市場を開設するものを「証券取引所」といいます。以下同じ。）における取引の停止、

外国為替取引の停止その他やむを得ない事情が発生し、委託者が追加設定を制限する措置を取った場合に

は、委託者の指定する証券会社および登録金融機関は、受益権の取得申込の受付を中止することおよび既

に受付けた取得申込の受付を取消すことができます。 

⑤  第１項および第２項の受益権の価額は、取得申込受付日の基準価額に、次項に規定する手数料および当

該手数料にかかる消費税および地方消費税（以下「消費税等」といいます。）に相当する金額を加算した

価額とします。ただし、この信託契約締結日前の取得申込にかかる受益権の価額は、１口につき１円に、

次項に規定する手数料および当該手数料にかかる消費税等に相当する金額を加算した価額とします。 

⑥  前項の手数料の額は、委託者の指定する証券会社および登録金融機関がそれぞれ別に定める金額としま

す。 

⑦  第５項の規定にかかわらず、受益者が別に定める契約に基づいて収益分配金を再投資する場合の受益権

の価額は、原則として、第43条（信託の計算期間）に規定する各計算期間終了日の基準価額とします。 

【受益権の譲渡に係る記載または記録】 

第13条  受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載また

は記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。 

②  前項の申請のある場合には、前項の振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する受益権の口数の減

少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記載または記録するもの

とします。ただし、前項の振替機関等が振替先口座を開設したものでない場合には、譲受人の振替先口座

を開設した他の振替機関等（当該他の振替機関等の上位機関を含みます。）に社振法の規定にしたがい、

譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記載または記録が行なわれるよう通知するものとします。 

③  委託者は、第１項に規定する振替について、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録さ

れている振替口座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる場合等におい
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て、委託者が必要と認めるときまたはやむをえない事情があると判断したときは、振替停止日や振替停止

期間を設けることができます。 

【受益権の譲渡の対抗要件】 

第14条  受益権の譲渡は、前条（受益権の譲渡に係る記載または記録）の規定による振替口座簿への記載または

記録によらなければ、委託者および受託者に対抗することができません。 

【無記名式の受益証券の再交付】 

第15条    ＜削除＞ 

【記名式の受益証券の再交付】 

第16条    ＜削除＞ 

【受益証券を毀損した場合等の再交付】 

第17条    ＜削除＞ 

【受益証券の再交付の費用】 

第18条    ＜削除＞ 

【投資の対象とする資産の種類】 

第19条    この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げる特定資産（投資信託及び投資法人に関す

る法律施行令第３条で定めるものをいいます。以下同じ。）および次項に掲げる特定資産以外の資産とし

ます。 

1. 有価証券 

2. デリバティブ取引に係る権利（金融商品取引法第２条第20項に規定するものをいい、約款第25条（先

物取引等の運用指図）、第26条（スワップ取引の運用指図）および第27条（金利先渡取引および為替

先渡取引の運用指図）に定めるものに限ります。） 

3. 金銭債権（1.4.に掲げるものに該当するものを除きます。） 

4. 約束手形（金融商品取引法第２条第１項第15号に掲げるものを除きます。） 

②    この信託において投資の対象とする特定資産以外の資産は次に掲げるものとします。 

為替手形 

【運用の指図範囲】 

第20条    委託者は、信託金を、主として東京海上アセットマネジメント投信株式会社を委託者とし、三菱ＵＦＪ

信託銀行株式会社を受託者として締結された「ＴＭＡ東海３県マザーファンド」（以下「マザーファン

ド」といいます。）の受益証券および次の有価証券（金融商品取引法第２条第２項の規定により有価証券

とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。）に投資することを指図します。 

1. 株券または新株引受権証書 

2. 国債証券 

3. 地方債証券 

4. 特別の法律により法人の発行する債券 

5. 社債券（新株引受権証券と社債券が一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券を除きま

す。） 

6. 特定目的会社にかかる特定社債券（金融商品取引法第２条第１項第４号で定めるものをいいます。） 

7. 特別の法律により設立された法人の発行する出資証券（金融商品取引法第２条第１項第６号で定める

ものをいいます。） 

8. 協同組織金融機関にかかる優先出資証券（金融商品取引法第２条第１項第７号で定めるものをいいま

す。） 

9. 特定目的会社にかかる優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券（金融商品取引法第２条

第１項第８号で定めるものをいいます。） 

10.コマーシャル・ペーパー 

11.新株引受権証券（新株引受権証券と社債券が一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券を含

みます。）および新株予約権証券 

12.外国または外国の者の発行する証券または証書で、前各号の証券または証書の性質を有するもの 

13.投資信託または外国投資信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第10号で定めるものをいいま

す。） 

14.投資証券、投資法人債券または外国投資証券（金融商品取引法第２条第１項第11号で定めるものをい

います。） 

15.外国貸付債権信託受益証券（金融商品取引法第２条第１項第18号で定めるものをいいます。） 

16.オプションを表示する証券または証書（金融商品取引法第２条第１項第19号で定めるものをいい、有

価証券に係るものに限ります。） 

17.預託証書（金融商品取引法第２条第１項第20号で定めるものをいいます。）  

18.外国法人が発行する譲渡性預金証書  

19.指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券

に限ります。） 

20.抵当証券（金融商品取引法第２条第１項第16号で定めるものをいいます。） 

21.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行信託の受益証

券に表示されるべきもの 

22.外国の者に対する権利で前号の有価証券の性質を有するもの 
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     なお、第1号の証券または証書、第12号および第17号の証券または証書のうち第1号の証券または証書の

性質を有するものを以下「株式」といい、第2号から第6号までの証券、第12号および第17号の証券または

証書のうち第2号から第6号までの証券の性質を有するものならびに第14号の投資法人債券を以下「公社

債」といい、第13号の証券および第14号の証券（投資法人債券を除きます。）を以下「投資信託証券」と

いいます。 

②    委託者は、信託金を、前項に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品（金融商品取引法第２条第２

項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）により運用することを指図す

ることができます。 

1. 預金 

2. 指定金銭信託（金融商品取引法第２条第１項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。） 

3. コール・ローン 

4. 手形割引市場において売買される手形 

5. 貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第２条第２項第１号で定めるもの 

6. 外国の者に対する権利で前号の権利の性質を有するもの 

③  第１項の規定にかかわらず、この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託者が運

用上必要と認めるときは、委託者は、信託金を、前項に掲げる金融商品により運用することの指図ができ

ます。 

④    委託者は、信託財産に属する新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額とマザーファンドに属す

る新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額の合計額が、信

託財産の純資産総額の100分の20を超えることとなる投資の指図をしません。 

⑤    委託者は、信託財産に属する投資信託証券（マザーファンド受益証券を除きます。）の時価総額とマザ

ーファンドに属する投資信託証券の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額の合計額が、信託財産

の純資産総額の100分の5を超えることとなる投資の指図をしません。 

⑥   前2項において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価

総額に、マザーファンドの信託財産の純資産総額に占める当該資産の時価総額の割合を乗じて得た額をい

います。 

【受託者の自己または利害関係人等との取引】 

第20条の2  受託者は、受益者の保護に支障を生じることがないものであり、かつ信託業法、投資信託及び投資法

人に関する法律ならびに関連法令に反しない場合には、委託者の指図により、信託財産と、受託者および

受託者の利害関係人（金融機関の信託業務の兼営等に関する法律にて準用する信託業法第29条第２項第１

号に規定する利害関係人をいいます。以下本条および第33条（信託業務の委託等）において同じ。）、第

33条（信託業務の委託等）第１項に定める信託業務の委託先およびその利害関係人または受託者における

他の信託財産との間で、第19条（投資の対象とする資産の種類）および前条（運用の指図範囲）第１項に

定める資産への投資を行うことができます。 

②  前項の取扱いは、第24条（信用取引の指図範囲）ないし第30条（公社債の借入）、第32条（外国為替予

約の指図）、第38条（有価証券の売却等の指図）、第39条（再投資の指図）および第40条（資金の借入）

における委託者の指図による取引についても同様とします。 

【運用の基本方針】 

第21条    委託者は、信託財産の運用にあたっては、別に定める運用の基本方針に従って、その指図を行います。 

【投資する株式等の範囲】 

第22条    委託者が投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、証券取引所に上場さ

れている株式の発行会社の発行するものおよび証券取引所に準ずる市場において取引されている株式の発

行会社の発行するものとします。ただし、株主割当または社債権者割当により取得する株式、新株引受権

証券および新株予約権証券については、この限りではありません。 

②    前項の規定にかかわらず、上場予定または登録予定の株式、新株引受権証券および新株予約権証券で目

論見書等において上場または登録されることが確認できるものについては、委託者が投資することを指図

することができるものとします。 

【同一銘柄の株式等への投資制限】 

第23条    委託者は、信託財産に属する同一銘柄の株式の時価総額とマザーファンドに属する当該同一銘柄の株式

の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が、信託財産の純資産総額の100分の30を超え

ることとなる投資の指図をしません。 

②    委託者は、信託財産に属する同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額とマザーファ

ンドに属する当該同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額のうち信託財産に属すると

みなした額との合計額が、信託財産の純資産総額の100分の10を超えることとなる投資の指図をしません。 

③    委託者は、信託財産に属する同一銘柄の転換社債ならびに新株予約権付社債のうち会社法第236条第1項

第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で

存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの（以下会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号お

よび第8号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社債」といいます。）の時価総

額とマザーファンドに属する当該同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債の時価総額の

うち信託財産に属するとみなした額との合計額が、信託財産の純資産総額の100分の10を超えることとなる

投資の指図をしません。 

④   前３項において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時
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価総額に、マザーファンドの信託財産の純資産総額に占める当該資産の時価総額の割合を乗じて得た額を

いいます。 

【信用取引の指図範囲】 

第24条    委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売付けることの指図をするこ

とができます。なお、当該売付の決済については、株券の引渡または買戻により行うことの指図をするこ

とができるものとします。 

②  前項の信用取引の指図は、当該売付にかかる建玉の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する当該

売付にかかる建玉の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額（信託財産に属するマザーファンドの

受益証券の時価総額に、マザーファンドの信託財産の純資産総額に占める当該資産の時価総額の割合を乗

じて得た額をいいます。）との合計額が、信託財産の純資産総額の範囲内とします。 

③  信託財産の一部解約等の事由により、前項の売付にかかる建玉の時価総額の合計額が信託財産の純資産

総額を超えることとなった場合には、委託者は速やかに、その超える額に相当する売付の一部を決済する

ための指図をするものとします。 

【先物取引等の運用指図】 

第25条    委託者は、日本国内の証券取引所における有価証券先物取引（金融商品取引法第28条第８項第３号イに

掲げるものをいいます。）、有価証券指数等先物取引（金融商品取引法第28条第８項第３号ロに掲げるも

のをいいます。）および有価証券オプション取引（金融商品取引法第28条第８項第３号ハに掲げるものを

いいます。）ならびに外国の取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行うことの指図をすることがで

きます。なお、選択権取引は、オプション取引に含めるものとします（以下同じ。）。 

②    委託者は、日本国内の取引所における通貨にかかる先物取引およびオプション取引ならびに外国の取引

所における通貨にかかる先物取引およびオプション取引を行うことの指図をすることができます。 

③    委託者は、日本国内の取引所における金利にかかる先物取引およびオプション取引ならびに外国の取引

所におけるこれらの取引と類似の取引を行うことの指図をすることができます。 

【スワップ取引の運用指図】 

第26条    委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、異なった通貨、異なった受取金利または異なった受

取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引（以下「スワップ取引」といいます。）を行うこと

の指図をすることができます。 

②    スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として第3条（信託期間）に定める信託

期間を超えないものとします。ただし、当該取引が信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限

りではありません。 

③    スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額で評価するもの

とします。 

④    委託者は、スワップ取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入が必要と認めたときは、担保の提供あ

るいは受入の指図を行うものとします。 

【金利先渡取引および為替先渡取引の運用指図】 

第27条    委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、金利先渡取引および為替先渡取引を行うことの指図

をすることができます。 

②    金利先渡取引および為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として第3条（信託期

間）に定める信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が信託期間内で全部解約が可能なもの

についてはこの限りではありません。 

③    金利先渡取引および為替先渡取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した

価額で評価するものとします。 

④    委託者は、金利先渡取引および為替先渡取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入が必要と認めたと

きは、担保の提供あるいは受入の指図を行うものとします。 

【有価証券の貸付の指図および範囲】 

第28条    委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式および公社債を次の各号の範

囲内で貸付の指図をすることができます。 

 1.株式の貸付は、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の時価合計額

を超えないものとします。 

 2.公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有する公社債

の額面金額の合計額を超えないものとします。 

②    前項各号に定める限度額を超えることとなった場合には、委託者は速やかに、その超える額に相当する

契約の一部の解約を指図するものとします。 

③    委託者は、有価証券の貸付にあたって必要と認めたときは、担保の受入の指図を行うものとします。 

【公社債の空売の運用指図】 

第29条    委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産の計算においてする信託財産に属さない公

社債を売付けることの指図をすることができます。なお、当該売付の決済については、公社債（信託財産

において借入れた公社債を含みます。）の引渡または買戻により行うことの指図をすることができるもの

とします。 

②    前項の売付の指図は、当該売付にかかる公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内とします。 

③  信託財産の一部解約等の事由により、前項の売付にかかる公社債の時価総額が信託財産の純資産総額を

超えることとなった場合には、委託者は速やかに、その額を超える額に相当する売付の一部を決済するた
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めの指図をするものとします。 

【公社債の借入】 

第30条    委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入の指図をすることができます。なお、

当該公社債の借入を行うにあたり担保の提供が必要と認めたときは、担保の提供の指図を行うものとしま

す。 

②    前項の借入の指図は、当該借入にかかる公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内で行えるも

のとします。 

③  信託財産の一部解約等の事由により前項の借入にかかる公社債の時価総額が信託財産の純資産総額を超

えることとなった場合には、委託者は速やかに、その超える額に相当する借入れた公社債の一部を返還す

るための指図をするものとします。 

④    第１項の借入にかかる品借料は信託財産中から支弁します。 

【外貨建資産への投資制限、特別の場合の外貨建有価証券への投資制限】 

第31条    委託者は、信託財産に属する外貨建資産の時価総額とマザーファンドに属する外貨建資産の時価総額の

うち信託財産に属するとみなした額の合計額が、信託財産の純資産総額の100分の20を超えることとなる投

資の指図をしません。 

②  前項において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価

総額に、マザーファンドの信託財産の純資産総額に占める外貨建資産の時価総額の割合を乗じて得た額を

いいます。 

③    外貨建有価証券への投資については、日本の国際収支上の理由等により特に必要と認められる場合には、

制約されることがあります。 

【外国為替予約の指図】 

第32条    委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、外国為替の売買の予約取引の指図をすることができ

ます。 

②  前項の指図は、信託財産にかかる為替の買予約の合計額と売予約との合計額との差額につき円換算した

額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。ただし、信託財産に属する外貨建資産（マザーフ

ァンドの信託財産に属する外貨建資産のうち信託財産に属するとみなした額（信託財産に属するマザーフ

ァンドの受益証券の時価総額に、マザーファンドの信託財産の純資産総額に占める外貨建資産の時価総額

の割合を乗じて得た額をいいます。）を含みます。）の為替変動リスクを回避するためにする当該予約取

引の指図については、この限りではありません。 

③    信託財産の一部解約等の事由により前項の限度額を超えることとなった場合には、委託者は所定の期間

内にその超える額に相当する為替予約の一部を解消するための外国為替の売買の予約取引の指図をするも

のとします。 

【信託業務の委託等】 

第33条    受託者は､委託者と協議のうえ、信託業務の一部について、信託業法第22条第１項に定める信託業務の委

託をするときは、以下に掲げる基準のすべてに適合するもの（受託者の利害関係人（金融機関の信託業務

の兼営等に関する法律にて準用する信託業法第29条第２項第１号に規定する利害関係人をいいます。以下

本条において同じ。）を含みます。）を委託先として選定します。 

1. 委託先の信用力に照らし、継続的に委託業務の遂行に懸念がないこと 

2. 委託先の委託業務に係る実績等に照らし､委託業務を確実に処理する能力があると認められること 

3. 委託される信託財産に属する財産と自己の固有財産その他の財産とを区分する等の管理を行なう体制

が整備されていること 

4. 内部管理に関する業務を適正に遂行するための体制が整備されていること 

②  受託者は、前項に定める委託先の選定にあたっては、当該委託先が前項各号に掲げる基準に適合してい

ることを確認するものとします。 

③  前２項にかかわらず、受託者は、次の各号に掲げる業務（裁量性のないものに限ります。）を、受託者

および委託者が適当と認める者（受託者の利害関係人を含みます。）に委託することができるものとしま

す。 

1. 信託財産の保存に係る業務 

2. 信託財産の性質を変えない範囲内において、その利用または改良を目的とする業務 

3. 委託者のみの指図により信託財産の処分およびその他の信託の目的の達成のために必要な行為に係る

業務 

4. 受託者が行なう業務の遂行にとって補助的な機能を有する行為 

【有価証券の保管】 

第34条    ＜削除＞ 

【混蔵寄託】 

第35条    金融機関または証券会社（金融商品取引法第28条第１項に規定する第一種金融商品取引業を行なう者お

よび外国の法令に準拠して設立された法人でこの者に類する者をいいます。以下本条において同じ。）か

ら、売買代金および償還金等について円貨で約定し円貨で決済する取引により取得した外国において発行

された譲渡性預金証書またはコマーシャル・ペーパーは、当該金融機関または証券会社が保管契約を締結

した保管機関に当該金融機関または証券会社の名義で混蔵寄託できるものとします。 

【一括登録】 

第36条    ＜削除＞ 
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【信託財産の登記等および記載等の留保等】 

第37条    信託の登記または登録をすることができる信託財産については、信託の登記または登録をすることとし

ます。ただし、受託者が認める場合は、信託の登記または登録を留保することがあります。 

②  前項ただし書きにかかわらず、受益者保護のために委託者または受託者が必要と認めるときは、速やか

に登記または登録をするものとします。 

③  信託財産に属する旨の記載または記録をすることができる信託財産については、信託財産に属する旨の

記載または記録をするとともに、その計算を明らかにする方法により分別して管理するものとします。た

だし、受託者が認める場合は、その計算を明らかにする方法により分別して管理することがあります。 

④  動産（金銭を除きます。）については、外形上区別することができる方法によるほか、その計算を明ら

かにする方法により分別して管理することがあります。 

【有価証券の売却等の指図】 

第38条    委託者は、信託財産に属するマザーファンドの受益証券の一部解約の請求ならびに信託財産に属する有

価証券の売却等の指図ができます。 

【再投資の指図】 

第39条    委託者は、前条（有価証券の売却等の指図）の規定による一部解約の代金、売却代金、有価証券にかか

る償還金等、株式の清算分配金、有価証券等にかかる利子等、株式の配当金およびその他の収入金を再投

資することの指図ができます。 

【資金の借入】 

第40条    委託者は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性に資するため、一部解約に伴う支払資金の手

当て（一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。）を目的として、また

は再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借入れ（コール市場を通じる場合を

含みます。）の指図をすることができます。なお、当該借入金をもって有価証券等の運用は行わないもの

とします。 

②    一部解約に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信託財産で

保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保

有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有

する有価証券等の償還金の入金日までの期間が5営業日以内である場合の当該期間とし、資金借入額は当該

有価証券等の売却代金、解約代金および償還金の合計額を限度とします。 

③    収益分配金の再投資にかかる借入期間は信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営業日まで

とし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。 

④    借入金の利息は信託財産中から支弁します。 

【損益の帰属】 

第41条    委託者の指図に基づく行為により信託財産に生じた利益および損失は、全て受益者に帰属します。 

【受託者による資金の立替】 

第42条    信託財産に属する有価証券について、借替、転換、新株発行または株式割当がある場合で、委託者の申

出があるときは、受託者は、資金の立替をすることができます。 

②    信託財産に属する有価証券にかかる償還金等、株式の清算分配金、有価証券等にかかる利子等、株式の

配当金およびその他の未収入金で、信託終了日までにその金額を見積りうるものがあるときは、受託者が

これを立替えて信託財産に繰入れることができます。 

③    前2項の立替金の決済および利息については、受託者と委託者との協議によりそのつど別にこれを定めま

す。 

【信託の計算期間】 

第43条    この信託の計算期間は、毎年3月2日から翌年3月1日までとすることを原則とします。ただし、第1計算期

間は平成14年6月28日から翌年3月1日までとします。 

②    前項の規定にかかわらず、前項の原則により各計算期間終了日に該当する日（以下「該当日」といいま

す。）が休業日のとき、各計算期間終了日は、該当日の翌営業日（法令により、これと異なる日を計算期

間終了日と定められている場合には、法令に従います。）とし、その翌日より次の計算期間が開始される

ものとします。ただし、最終計算期間の終了日は、第3条（信託期間）に定める信託期間の終了日とします。 

【信託財産に関する報告】 

第44条    受託者は、毎計算期末に損益計算を行い、信託財産に関する報告書を作成して、これを委託者に提出し

ます。 

②    受託者は、信託終了のときに最終計算を行い、信託財産に関する報告書を作成して、これを委託者に提

出します。 

【信託事務の諸費用および監査報酬】 

第45条    信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用（消費税等相当額を含みます。）、信託財産に

かかる監査報酬および当該監査報酬にかかる消費税等相当額ならびに受託者の立替えた立替金の利息（こ

れらを以下「諸経費」といいます。）は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁します。 

【信託報酬の総額および支弁の時期】 

第46条    委託者および受託者の信託報酬の総額は、第43条（信託の計算期間）に規定する計算期間を通じて毎日、

信託財産の純資産総額に年10,000分の98の率を乗じて得た額とします。 

②    前項の信託報酬は、毎計算期間の最初の6ヵ月の終了日および毎計算期末または信託終了のとき信託財産

中から支弁するものとし、委託者と受託者との間の配分は別に定めます。 
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③    第１項の信託報酬にかかる消費税等に相当する金額を、信託報酬支弁のときに信託財産中から支弁しま

す。 

【収益の分配】 

第47条    信託財産から生ずる毎計算期末における利益は、次の方法により処理します。 

 1.配当金、利子、貸付有価証券にかかる品貸料およびこれらに類する収益から支払利息を控除した額

（以下「配当等収益」といいます。）は、諸経費、信託報酬および当該信託報酬にかかる消費税等に

相当する金額を控除した後、その残額を受益者に分配することができます。なお、次期以降の分配金

にあてるため、その一部を分配準備積立金として積み立てることができます。 

 2.売買損益に評価損益を加減した利益金額（以下「売買益」といいます。）は、諸経費、信託報酬およ

び当該信託報酬にかかる消費税等に相当する金額を控除し、繰越欠損金のあるときは、その全額を売

買益をもって補てんした後、受益者に分配することができます。なお、次期以降の分配にあてるため、

その一部を分配準備積立金として積み立てることができます。 

②    毎計算期末において、信託財産につき生じた損失は、次期に繰越します。 

【収益分配金、償還金および一部解約金の払い込みと支払いに関する受託者の免責】 

第48条  受託者は、収益分配金については、原則として毎計算期間終了日の翌営業日に、償還金（信託終了時に

おける信託財産の純資産総額を受益権口数で除した額をいいます。以下同じ。）については第49条(収益分

配金、償還金および一部解約金の支払ならびに収益分配金の再投資)第４項に規定する支払開始日までに、

一部解約金については第49条(収益分配金、償還金および一部解約金の支払ならびに収益分配金の再投資)

第５項に規定する支払日までに、その全額を委託者の指定する預金口座等に払い込みます。 

②  受託者は、前項の規定により委託者の指定する預金口座等に収益分配金、償還金および一部解約金を払

い込んだ後は、受益者に対する支払いにつき、その責に任じません。 

【収益分配金、償還金および一部解約金の支払ならびに収益分配金の再投資】 

第49条 収益分配金は、毎計算期間終了日後１ヵ月以内の委託者の指定する日から、毎計算期間の末日において振

替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者（当該収益分配金にかかる計算期間の末日以前

において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該収益分配金にかかる計算期

間の末日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため委託者の指定する証券会社または登録金融

機関の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。）に支払いま

す。なお、平成19年１月４日以降においても、第51条（収益分配金および償還金の時効）に規定する時効

前の収益分配金にかかる収益分配金交付票は、なおその効力を有するものとし、当該収益分配交付票と引

き換えに受益者に支払います。 

②    前項の分配金は、委託者の指定する証券会社および登録金融機関の営業所等において受益者に支払うも

のとします。 

③  前２項の規定にかかわらず、別に定める契約に基づいて収益分配金を再投資する受益者に対しては、受

託者が委託者の指定する預金口座等に払い込むことにより、原則として毎計算期間終了日の翌営業日に収

益分配金が委託者の指定する証券会社および登録金融機関に交付されます。この場合、委託者の指定する

証券会社および登録金融機関は、受益者に対し遅滞なく収益分配金の再投資にかかる受益権の売付を行な

います。当該売付けにより増加した受益権は、第９条（受益権の帰属と受益証券の不発行）第３項の規定

にしたがい、振替口座簿に記載または記録されます。 

④  償還金は、信託終了日後１ヵ月以内の委託者の指定する日から委託者の指定する証券会社および登録金

融機関の営業所等において、信託終了日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受

益者（信託終了日以前において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該信託

終了日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため委託者の指定する証券会社または登録金融機

関の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。）に支払います。

なお、当該受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して委託者がこの信託の償還をするのと

引き換えに、当該償還に係る受益権の口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定にしたが

い当該振替機関等の口座において当該口数の減少の記載または記録が行なわれます。また、受益証券を保

有している受益者に対しては、償還金は、信託終了日後１ヵ月以内の委託者の指定する日から受益証券と

引き換えに当該受益者に支払います。 

⑤  一部解約金は、受益者の請求を受けた日から起算して、原則として５営業日目から委託者の指定する証

券会社および登録金融機関の営業所等において受益者に支払います。 

⑥  収益分配金、償還金および一部解約金にかかる収益調整金は、原則として、各受益者毎の信託時の受益

権の価額等に応じて計算されるものとします。 

【受益証券の保護預かり等】 

第50条    ＜削除＞ 

【収益分配金および償還金の時効】 

第51条  受益者が、収益分配金については第49条(収益分配金、償還金および一部解約金の支払ならびに収益分配

金の再投資)第１項に規定する支払開始日から５年間その支払を請求しないとき、信託終了による償還金に

ついて第49条(収益分配金、償還金および一部解約金の支払ならびに収益分配金の再投資)第４項に規定す

る支払開始日から10年間その支払を請求しないときは、その権利を失い、受託者から交付を受けた金銭は、

委託者に帰属します。 

【一部解約】 

第52条  受益者は、平成14年9月27日以降、毎営業日において、自己に帰属する受益権について、委託者に１口単
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位または１万口単位（委託者の指定する証券会社および登録金融機関がそれぞれ別に定めるものとし、別

に定める契約にかかる受益権については１口の整数倍とします。）をもって一部解約の実行を請求するこ

とができます。 

②  前項の規定にかかわらず、受益者（受益者死亡の場合はその相続人）は、次の事由による場合には、平

成14年9月26日以前の毎営業日において、委託者に一部解約の実行を請求することができます。 

 1.受益者が死亡したとき 

 2.受益者が天災地変その他不可抗力により財産の大部分を滅失したとき 

 3.受益者が破産宣告を受けたとき 

 4.受益者が疾病により生計の維持ができなくなったとき 

 5.その他前各号に準ずる事由があるものとして委託者が認めるとき 

③  委託者は、前２項の一部解約の実行の請求を受け付けた場合には、この信託契約の一部を解約します。

なお、前２項の一部解約の実行の請求を行なう受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して

当該受益者の請求に係るこの信託契約の一部解約を委託者が行なうのと引き換えに、当該一部解約に係る

受益権の口数と同口数の抹消の申請を行なうものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座に

おいて口数の減少の記載または記録が行なわれます。 

④  平成19年１月４日以降の信託契約の一部解約に係る一部解約の実行の請求を受益者がするときは、委託

者の指定する証券会社または登録金融機関に対し、振替受益権をもって行うものとします。この場合にお

いて、受益者が第２項各号の規定する事由によりその請求をするときは、委託者の指定する証券会社およ

び登録金融機関は、当該受益者に対し、当該事由を証する所定の書類の提示を求めることができるものと

します。ただし、平成19年１月４日以降に一部解約金が受益者に支払われることとなる一部解約の実行の

請求で、平成19年１月４日前に行なわれる当該請求については、振替受益権となることが確実な受益証券

をもって行うものとします。 

⑤  委託者は、第１項および第２項の一部解約の実行の請求を受付けた場合には、この信託契約の一部を解

約します。この場合における一部解約の価額は、当該請求受付日の基準価額から当該基準価額に0.2％の率

を乗じて得た額を信託財産留保額として控除した額とします。 

⑥  委託者は、証券取引所における取引の停止、外国為替取引の停止その他やむを得ない事情があるときは、

第１項および第２項による一部解約の実行の請求の受付を中止することができるものとします。 

⑦  前項により一部解約の実行の請求の受付が中止された場合には、受益者は、当該受付中止以前に行った

当日の一部解約の実行の請求を撤回できます。ただし、受益者がその一部解約の実行の請求を撤回しない

場合には、当該受益権の一部解約の価額は、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に一部

解約の実行の請求を受付けたものとして、第５項の規定に準じて計算された価額とします。 

【質権口記載又は記録の受益権の取り扱い】 

第52条の2 振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金の支払い、一

部解約の実行の請求の受付け、一部解約金および償還金の支払い等については、この約款によるほか、民

法その他の法令等にしたがって取り扱われます。 

【信託契約の解約】 

第53条    委託者は、信託契約の一部を解約することにより受益権の総口数が30億口を下ることとなったとき、こ

の信託契約を解約することが受益者のため有利であると認めるときまたはやむを得ない事情が発生したと

きは、受託者と合意のうえ、この信託契約を解約し、信託を終了させることができます。この場合におい

て、委託者は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届け出ます。 

②    委託者は、前項の事項について、あらかじめ、解約しようとする旨を公告し、かつ、その旨を記載した

書面をこの信託契約に係る知られたる受益者に対して交付します。ただし、この信託契約に係る全ての受

益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。 

③    前項の公告および書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託者に対して異議を述べるべき

旨を付記します。なお、一定の期間は一月を下らないものとします。 

④    前項の一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の二分の一を超えるときは、

第1項の信託契約の解約をしません。 

⑤    委託者は、この信託契約を解約しないこととしたときは、解約をしない旨およびその理由を公告し、か

つ、これらの事項を記載した書面を知られたる受益者に対して交付します。ただし、全ての受益者に対し

て書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。 

⑥    第3項から前項までの規定は、信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている場合であっ

て、第3項の一定の期間が一月を下らずにその公告および書面の交付を行うことが困難な場合は適用しませ

ん。 

【信託契約に関する監督官庁の命令】 

第54条    委託者は、監督官庁よりこの信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令に従い、信託契約を解約

し信託を終了させます。 

②    委託者は、監督官庁の命令に基づいてこの信託約款を変更しようとするときは、第58条（信託約款の変

更）の規定にしたがいます。 
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【委託者の登録取消等に伴う取扱い】 

第55条    委託者が監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したときは、委託者は、

この信託契約を解約し、信託を終了させます。 

②  前項の規定にかかわらず、監督官庁がこの信託契約に関する委託者の業務を他の投資信託委託会社に引

継ぐことを命じたときは、この信託は、第58条（信託約款の変更）第４項に該当する場合を除き、当該投

資信託委託会社と受託者との間において存続します。 

【委託者の事業の譲渡および承継に伴う取扱い】 

第56条    委託者は、事業の全部又は一部を譲渡することがあり、これに伴い、この信託契約に関する事業を譲渡

することがあります。 

②    委託者は、分割により事業の全部又は一部を承継させることがあり、これに伴い、この信託契約に関す

る事業を承継させることがあります。 

【受託者の辞任および解任に伴う取扱い】 

第57条  受託者は、委託者の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託者がその任務に背いた場合、

その他重要な事由が生じたときは、委託者または受益者は、裁判所に受託者の解任を請求することができ

ます。受託者が辞任した場合、または裁判所が受託者を解任した場合、委託者は、第58条（信託約款の変

更）の規定にしたがい、新受託者を選任します。 

②    委託者が新受託者を選任できないときは、委託者はこの信託契約を解約し、信託を終了させます。 

【信託約款の変更】 

第58条    委託者は、受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは、受託者と

合意のうえ、この信託約款を変更することができるものとし、あらかじめ、変更しようとする旨およびそ

の内容を監督官庁に届け出ます。 

②    委託者は、前項の変更事項のうち、その内容が重大なものについて、あらかじめ、変更しようとする旨

およびその内容を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面をこの信託約款に係る知られたる受益者に

対して交付します。ただし、この信託約款に係る全ての受益者に対して書面を交付したときは、原則とし

て、公告を行いません。 

③    前項の公告および書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託者に対して異議を述べるべき

旨を付記します。なお、一定の期間は一月を下らないものとします。 

④    前項の一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の二分の一を超えるときは、

第1項の信託約款の変更をしません。 

⑤    委託者は、当該信託約款の変更をしないこととしたときは、変更しない旨およびその理由を公告し、か

つ、これらの事項を記載した書面を知られたる受益者に対して交付します。ただし、全ての受益者に対し

て書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。 

【反対者の買取請求権】 

第59条  第53条（信託契約の解約）に規定する信託契約の解約または前条（信託約款の変更）に規定する信託約

款の変更を行う場合において、第53条（信託契約の解約）第３項または前条（信託約款の変更）第３項の

一定の期間内に委託者に対して異議を述べた受益者は、受託者に対し、自己に帰属する受益権を、信託財

産をもって買取るべき旨を請求することができます。 

②    前項の買取請求の取扱いについては、委託者、受託者の協議により決定するものとします。 

【公告】 

第60条    委託者が受益者に対してする公告は、日本経済新聞に掲載します。 

【信託約款に関する疑義の取扱い】 

第61条    この信託約款の解釈について疑義を生じたときは、委託者と受託者との協議により定めます。 

 

【附 則】 

附則第１条 この信託約款において「自動けいぞく投資約款」とは、この信託について受益権取得申込者と委託者

の指定する証券会社または登録金融機関が締結する「自動けいぞく投資約款」と別の名称で同様の権利義

務関係を規定する約款または契約を含むものとします。この場合「自動けいぞく投資約款」は当該別の名

称に読替えるものとします。 

附則第２条 信託約款第49条（収益分配金、償還金および一部解約金の支払ならびに収益分配金の再投資）第６項

に規定する「収益調整金」は、所得税法施行令第27条の規定によるものとし、各受益者毎の信託時の受益

権の価額と元本の差額をいい、原則として、追加信託のつど当該口数により加重平均され、収益分配のつ

ど調整されるものとします。 

また、同条同項に規定する「各受益者毎の信託時の受益権の価額等」とは、原則として、各受益者毎の信

託時の受益権の価額をいい、追加信託のつど当該口数により加重平均され、収益分配のつど調整されるも

のとします。 

附則第３条 平成18年12月29日現在の信託約款第９条（受益証券の発行および種類）、第10条（受益証券の発行に

ついての受託者の認証）、第13条（受益証券の記名式、無記名式への変更ならびに名義書換手続）から第

18条（受益証券の再交付の費用）の規定および受益権と読み替えられた受益証券に関する規定は、委託者

がやむを得ない事情等により受益証券を発行する場合には、なおその効力を有するものとします。 

附則第４条 第27条（金利先渡取引および為替先渡取引の運用指図）に規定する「金利先渡取引」は、当事者間に

おいて、あらかじめ将来の特定の日（以下「決済日」といいます。）における決済日から一定の期間を経

過した日（以下「満期日」といいます。）までの期間に係る国内または海外において代表的利率として公
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表される預金契約または金銭の貸借契約に基づく債権の利率（以下「指標利率」といいます。）の数値を

取り決め、その取り決めに係る数値と決済日における当該指標利率の現実の数値との差にあらかじめ元本

として定めた金額および当事者間で約定した日数を基準とした数値を乗じた額を決済日における当該指標

利率の現実の数値で決済日における現在価値に割り引いた額の金銭の授受を約する取引をいいます。 

附則第５条 第27条（金利先渡取引および為替先渡取引の運用指図）に規定する「為替先渡取引」は、当事者間に

おいて、あらかじめ決済日から満期日までの期間に係る為替スワップ取引（同一の相手方との間で直物外

国為替取引および当該直物外国為替取引と反対売買の関係に立つ先物外国為替取引を同時に約定する取引

をいいます。以下本条において同じ。）のスワップ幅（当該直物外国為替取引に係る外国為替相場と当該

先物外国為替取引に係る外国為替相場との差を示す数値をいいます。以下本条において同じ。）を取り決

め、その取り決めに係るスワップ幅から決済日における当該為替スワップ取引の現実のスワップ幅を差し

引いた値にあらかじめ元本として定めた金額を乗じた額を決済日における指標利率の数値で決済日におけ

る現在価値に割り引いた額の金銭またはその取り決めに係るスワップ幅から決済日における当該為替スワ

ップ取引の現実のスワップ幅を差し引いた値にあらかじめ元本として定めた金額を乗じた金額とあらかじ

め元本として定めた金額について決済日を受渡日として行なった先物外国為替取引を決済日における直物

外国為替取引で反対売買したときの差金に係る決済日から満期日までの利息とを合算した額を決済日にお

ける指標利率の数値で決済日における現在価値に割り引いた額の金銭の授受を約する取引をいいます。 

 

 

 

    上記条項により信託契約を締結します。 

 

 

 平成14年6月28日 

 

 

委託者 東京海上アセットマネジメント投信株式会社

  

  

受託者 三 菱 Ｕ Ｆ Ｊ 信 託 銀 行 株 式 会 社
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